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本
稿
は
、
精
神
的
平
静
に
関
わ
る
利
益
あ
る
い
は
感
情
や
精
神
状
態
の
安
全
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
「
精
神
的
苦

痛
」
を
被
ら
さ
れ
た
場
合
に
、
法
は
、
ど
の
程
度
（
範
囲
）
、
ど
う
い
う
方
法
（
法
的
構
成
）
で
救
済
を
与
え
て
い
る
か
、
と
い
う

問
題
を
英
米
法
、
特
に
米
法
を
中
心
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
ロ
⑰
。
。
ｇ
畳
。
。
【
Ｉ
す
な
わ
ち
、
純
粋
の
精
神
的
苦
痛
と
い
う
よ
り
も
、
人
の
精
神
状
態
に
侵
害
を
加
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
何
ら
か
の
身
体
的
損
傷
（
損
害
）
を
被
ら
せ
る
よ
う
な
場
合
、
す
な
わ
ち
、
精
神
に
対
す
る
侵
害
の

２

結
果
身
体
の
健
康
が
害
さ
れ
た
場
合
－
の
問
題
と
し
て
、
英
法
を
中
心
に
紹
介
が
為
さ
れ
て
来
た
。
口
①
『
ご
・
回
②
骨
。
。
【
は
、
精
神
の

安
全
そ
れ
自
体
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稲
で
は
、
広
く
「
精
神
的
苦
痛
」
に
対
す
る
救
済
の
問
題
を
取
り
扱
お

③

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
考
察
の
中
心
は
、
侵
害
行
為
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
過
失
（
ロ
。
、
］
侭
①
二
８
に
よ
る
侵
害
よ
り

も
、
故
意
に
よ
る
侵
害
に
重
点
を
置
き
、
損
害
の
側
面
よ
り
見
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
身
体
的
損
傷
（
損
害
）
を
伴
う
精

神
的
苦
痛
よ
り
も
、
精
神
的
苦
痛
の
み
を
被
ら
さ
れ
た
場
合
に
重
点
を
置
い
て
考
察
す
る
。

４

し
た
が
っ
て
、
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
故
意
に
よ
る
精
神
侵
害
と
過
失
に
よ
る
精
神
侵
害
と
を
分
け
て
論
ず
ろ
こ
と
と
す
る
。
そ

の
理
由
は
、
故
意
の
侵
害
の
場
合
の
救
済
が
過
失
に
よ
る
場
合
よ
り
も
感
情
お
よ
び
精
神
の
安
全
の
保
護
と
し
て
よ
り
進
ん
で
お
り
、

純
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
通
常
、
あ
る
利
益
の
独
立
の
（
保
護
ｇ
承
認
に
関
し
て
、
法
の
第
一
段
階
は
、
そ
の
利
益
を

５

故
意
に
侵
害
す
る
行
為
に
対
し
て
、
そ
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
故
意
の
侵
害
の
場
合
は
、

一
九
三
○
年
頃
に
す
で
に
、
過
激
で
乱
暴
な
行
為
に
よ
り
為
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
自
身
（
身
体
的
損
傷
の
有
無
を
問
わ
ず
に
）
訴

６

訟
原
因
と
な
り
得
ろ
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
承
認
さ
れ
、
さ
ら
に
、
原
告
・
被
告
間
に
特
殊
な
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
著
し
い
侮

は
し
が
き
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辱
に
よ
り
感
情
を
害
す
る
場
合
に
ま
で
救
済
が
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
行
為
者
が
、
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
加
え
る
こ
と
を
意
欲
す
る

か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
苦
痛
が
生
ず
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
（
故
意
）
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

よ
う
な
苦
痛
が
続
い
て
起
る
高
い
蓋
然
性
が
あ
り
、
行
為
者
が
そ
の
こ
と
を
意
識
的
に
無
視
し
実
行
す
る
場
合
（
意
識
し
た
不
注
意
）

７

ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
ろ
。
す
な
わ
ち
、
肉
⑪
⑰
日
（
①
日
①
ョ
の
用
語
法
に
よ
れ
ば
、
故
意
あ
る
い
は
無
関
心
の
非
行
（
道
一
一
冒
一
。
『
三
目
Ｓ
二

目
⑫
８
コ
目
ｇ
）
、
故
意
あ
る
い
は
無
関
心
の
過
失
（
員
］
宮
］
・
『
君
目
８
口
ロ
①
、
一
】
、
８
８
）
、
あ
る
い
は
不
注
意
（
【
③
。
【
］
①
②
目
の
路
）

と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
て
い
る
行
為
類
型
に
ま
で
、
適
用
が
拡
張
さ
れ
て
お
り
、
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
救
済
の
問
題
と
し
て
、

故
意
に
よ
る
精
神
の
安
全
の
侵
害
の
場
合
は
、
適
用
範
囲
が
広
く
、
か
つ
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
過
失
（
ロ
⑥
砲
肩
⑪
ロ
８
）
に
よ
る
精
神
の
安
全
の
侵
害
は
、
原
則
と
し
て
、
精
神
的
妨
害
の
み
の
場
合
は
救
済
さ

れ
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
身
体
的
損
傷
を
伴
う
場
合
に
救
済
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
過
失
に
よ
る
侵
害
の
場
合

８

は
、
精
神
の
安
全
の
保
護
と
し
て
未
発
達
の
段
階
に
止
ま
っ
て
い
ろ
。

⑩
通
常
、
日
⑪
貝
Ｐ
］
昌
骨
①
⑫
、
．
Ｂ
①
日
国
】
□
冒
日
す
：
ｏ
①
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
君
・
門
・
国
８
陽
⑪
Ｈ
・
冒
乏
◎
崗
曰
。
Ｈ
扇
（
武
⑪
』
・

］
②
震
）
畠
】
・
単
怠
は
言
①
ロ
旦
巳
骨
①
路
・
富
①
ロ
旦
昌
鷺
貝
ワ
目
８
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
）
。
精
神
的
衝
動
（
口
閂
ぐ
。
冨
普
。
、
病
）

か
ら
精
神
的
乱
れ
（
①
日
。
且
。
ｇ
】
已
冨
輿
）
ま
で
の
、
不
快
な
精
神
的
反
応
の
す
べ
て
を
含
む
。
例
え
ば
、
離
情
（
局
『
碕
冒
）
、
恐
怖
（
ロ
◎
月
ｏ
ｎ
）
、

悲
し
み
（
頤
己
①
由
）
、
恥
辱
（
⑫
冨
日
①
）
、
屈
辱
（
冒
日
菖
島
。
ご
）
、
怒
り
（
目
、
①
、
）
、
当
惑
（
⑥
日
冨
『
日
思
日
①
貝
）
、
無
念
（
◎
冨
曾
旨
）
、

失
望
（
＆
圏
弓
◎
旨
目
①
貝
）
、
悩
み
（
軍
「
。
『
Ｈ
己
、
憎
悪
（
口
目
、
の
四
）
等
々
。

②
末
延
「
精
神
的
衝
動
に
よ
る
損
害
の
賠
償
－
英
米
法
に
お
け
る
ｚ
③
目
◎
目
、
ロ
。
。
済
に
つ
い
て
１
」
英
米
法
の
研
究
（
上
）
一
九
一
頁
、
砂
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精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
訴
訟
は
、
最
初
は
名
誉
権
侵
害
訴
訟
で
争
わ
れ
た
。
’
八
六
○
年
の
少
］
－
８
己
ぐ
．
シ
－
－
８
℃
事
件
で
あ
る
。

被
告
は
、
原
告
が
人
妻
で
あ
っ
た
と
き
自
分
と
関
係
し
た
旨
を
口
答
で
発
表
し
た
。
そ
の
た
め
に
そ
の
婦
人
は
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

て
病
気
に
な
っ
た
の
で
い
］
色
目
①
『
の
訴
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
財
務
裁
判
所
（
ｎ
ｏ
ロ
『
（
。
〔
団
×
：
①
名
①
『
）
は
、

⑤
６
．
冨
眉
旨
已
①
Ｈ
・
富
⑪
貝
巳
四
口
□
団
目
。
］
】
Ｃ
ｐ
ｍ
－
Ｃ
厨
目
Ｈ
ご
ｍ
ｐ
８
曰
曽
①
門
豊
『
。
〔
Ｒ
Ｃ
Ｈ
扇
】

⑥
ご
『
・
博
・
石
Ｈ
ｏ
脇
曾
・
盲
目
］
（
ｍ
ｐ
ｑ
Ｃ
員
『
眉
⑪
仁
、
、
一
・
Ｆ
・
肉
①
ご
・
溢
（
］
⑨
認
）
。

、
肉
③
異
日
①
Ｂ
①
貝
・
目
。
Ｒ
駅
（
日
・
］
②
＆
）
窓
９
．

⑧
勺
８
鴎
①
『
．
Ｆ
四
竃
。
『
目
。
『
扇
（
壁
⑥
△
・
忌
震
）
鵠
房
戸
①
鷺
呉
①
Ｂ
①
口
鈩
『
◎
目
⑫
（
臣
。
ご
患
）

(3)４

二
判
例
の
変
遷

田
「
交
通
事
故
と
口
曾
ご
◎
臣
⑫
、
ロ
ｏ
鼻
の
法
理
」
比
較
法
一
一
一
号
五
七
頁
。

砂
田
・
前
掲
文
五
八
頁
は
、
「
私
は
、
イ
ギ
リ
ス
現
行
法
の
理
解
と
し
て
は
故
意
に
基
づ
く
衝
撃
が
肉
体
的
傷
害
を
惹
起
せ
し
め
た
と
し
て

も
そ
れ
は
局
旦
く
扇
豐
。
。
【
で
は
な
く
、
ロ
①
日
○
巨
切
畳
Ｃ
鼻
と
は
、
過
失
に
基
づ
き
他
人
に
精
神
的
衝
撃
を
与
え
そ
の
結
果
肉
体
的
傷
害

を
起
す
に
至
っ
た
も
の
、
と
定
義
づ
け
よ
う
と
思
う
…
」
と
し
て
、
過
失
に
基
づ
く
も
の
に
限
っ
て
い
る
。

閃
⑥
鷺
貰
⑥
日
⑥
具
・
曰
。
Ｈ
菌
（
臣
．
ご
患
）
認
』
。
』
②
》
諾
四
局
．
⑭
属
・
鹿
Ｐ
念
⑤
シ
》
三
・
肝
・
勺
８
ｍ
ｍ
⑰
『
．
Ｆ
伊
君
◎
閏
月
日
誌
（
筐
①
□
・
』
、
臣
）

凸
・
閨
念
参
照
。

金
田
胃
『
。
ｒ
閃
①
ご
・
巴
留
．

》
》
蝕
皀
・
堕
盟
・
虜
ｍ
・
鹿
⑤
少
．
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先
例
が
な
い
こ
と
、
い
っ
た
ん
認
め
る
と
濫
用
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
、
直
接
の
因
果
の
欠
訣
、
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
認

こ
の
よ
う
に
、
、
一
目
：
【
に
基
づ
く
ロ
⑥
目
◎
房
：
。
。
【
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
き
に
、
有
名
な

２

ぐ
】
Ｃ
Ｓ
Ｈ
旨
口
内
＆
｝
乏
菖
⑫
ｎ
ｏ
日
『
己
閏
。
□
①
『
⑫
ご
・
ｎ
．
巳
国
⑫
事
件
が
発
生
し
た
。
婦
人
を
同
伴
し
た
一
一
一
人
連
れ
が
馬
車
で
踏
切
り
に

さ
し
か
か
っ
た
。
そ
れ
で
警
手
は
、
ま
ず
手
前
の
遮
断
機
を
開
け
て
か
ら
向
い
側
の
遮
断
機
を
開
け
る
た
め
に
踏
切
り
を
渡
っ
て
行

っ
た
。
馬
車
も
そ
の
後
に
続
い
て
渡
っ
た
。
し
か
し
、
警
手
が
向
い
側
の
遮
断
機
を
開
け
な
い
前
に
列
車
が
接
近
し
て
来
た
の
で
、

馬
車
に
対
し
て
引
返
す
よ
う
に
命
じ
た
が
、
馬
車
の
一
行
は
早
く
開
け
て
欲
し
い
と
い
っ
て
強
行
突
破
を
は
か
り
、
列
車
は
馬
車

の
後
部
を
か
す
め
て
通
過
し
た
の
で
事
故
の
発
生
を
ま
ぬ
が
れ
た
。
し
か
し
、
同
乗
の
婦
人
は
こ
の
こ
と
に
驚
い
て
失
神
状
態
と
な

り
、
そ
の
後
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
婦
人
は
、
鉄
道
会
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
訴
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
過
失
と
損
害
の
間
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
、
過
失
に
よ
っ
て
惹
起

さ
れ
た
驚
傍
に
よ
り
生
ず
る
損
害
は
、
肉
体
的
な
る
と
、
精
神
的
な
ろ
と
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判

示
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
属
領
お
よ
び
植
民
地
か
ら
の
上
告
を
受
け
る
枢
密
院
司
法
委
員
会
（
］
且
】
、
旨
－
６
．
日
目
旨
①
：
［
已
①
勺
口
ご

Ｏ
２
ｏ
－
－
）
は
、
一
八
八
八
年
二
月
に
何
等
の
肉
体
的
損
害
を
伴
わ
な
い
精
神
に
対
す
る
衝
撃
を
起
す
単
な
る
突
発
的
恐
怖
か
ら
生
ず

る
損
害
は
、
本
件
の
ご
と
き
状
況
に
あ
っ
て
は
踏
切
番
人
の
過
失
か
ら
通
常
生
ず
る
損
害
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
現
実
の

衝
撃
（
】
曰
忌
日
）
が
な
い
場
合
に
は
、
被
告
の
過
失
に
よ
り
生
じ
た
精
神
的
衝
動
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
許
す
権
限
は
な
い
と
い

う
理
由
で
こ
の
判
決
を
霞
え
し
た
。

０
．
■
］
高
⑫
事
件
の
法
理
は
、
そ
の
判
決
が
公
に
さ
れ
て
一
一
年
後
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
反
対
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ｍ
ｘ
ｇ
２
Ｅ
①
閂

３

口
ぐ
菖
自
に
お
け
る
■
⑥
二
ぐ
．
。
Ｈ
⑦
貝
Ｚ
ｏ
Ｈ
ｓ
⑥
曰
ご
・
・
由
閂
Ｈ
③
旨
且
事
件
に
お
い
て
で
あ
る
。
鉄
道
員
が
列
車
を
切
り
離
し
、

め
な
か
っ
た
。
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列
車
の
後
部
を
坂
か
ら
降
し
た
。
す
る
と
機
関
車
の
つ
い
て
い
る
前
部
が
そ
れ
に
続
い
て
降
り
は
じ
め
た
。
列
車
は
猛
烈
な
ス
ピ
ー

ド
で
降
り
出
し
乱
暴
な
急
停
車
を
し
た
。
こ
の
前
部
に
乗
っ
て
い
た
原
告
は
、
こ
の
出
来
事
で
非
常
な
恐
怖
を
受
け
、
そ
の
結
果
、

通
常
の
業
務
に
た
づ
さ
わ
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な
病
気
に
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、
被
っ
た
傷
害
が
恐
怖
の
当
然
の
結
果
で
あ

り
、
体
験
し
た
恐
怖
の
度
合
が
被
告
の
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
状
況
か
ら
生
ず
る
当
然
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
損
害
を
賠
償

す
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

４

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
ｎ
．
巨
冒
⑫
事
件
の
法
理
は
、
最
初
に
弓
巨
答
ご
・
Ｆ
Ｃ
ｐ
８
ｐ
．
①
（
Ｐ
幻
望
・
ｎ
ｏ
・
事
件
で
問
題
に
さ
れ
、

両
呂
①
吋
郷
は
、
「
Ｄ
Ｃ
Ｅ
旨
⑫
事
件
は
、
違
っ
て
い
ろ
。
私
は
、
私
が
そ
う
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
ま
で
、
そ
れ
に
従
う
べ
き
か
ど５

う
か
に
関
す
る
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
を
欲
す
べ
き
で
な
い
」
と
述
べ
た
。
そ
の
翌
年
に
、
三
房
］
ロ
⑫
：
ぐ
・
□
◎
三
二
ｓ
ロ
事
件
に

お
い
て
、
。
ご
旨
⑫
事
件
の
法
理
は
拒
否
さ
れ
た
。
宿
屋
の
主
人
で
あ
る
被
告
が
、
虞
告
に
対
し
て
ダ
ー
ビ
ー
競
馬
か
ら
帰
っ
て
き

て
冗
談
に
、
「
あ
な
た
の
主
人
は
事
故
に
あ
い
、
足
を
骨
折
し
て
Ｆ
①
胃
Ｃ
目
８
号
の
宿
屋
で
寝
て
い
る
か
ら
、
直
ぐ
に
馬
車
で
迎

え
に
行
き
、
家
に
連
れ
て
帰
っ
た
方
が
よ
い
」
と
話
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
原
告
た
る
妻
は
、
甚
し
い
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、

そ
の
結
果
ほ
と
ん
ど
永
久
的
な
肉
体
的
障
害
を
惹
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
葛
烏
亘
判
事
は
、
悪
意
に
満
ち
た
故
意
に
よ
る
行

６

為
の
結
果
で
あ
る
が
故
に
、
原
告
は
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、
□
Ｅ
一
目
目
く
・
乏
冨
一
⑥
事
件
の
判

示
に
よ
っ
て
、
ｎ
．
巳
国
⑫
事
件
は
、
全
面
的
に
否
定
さ
れ
た
。
妊
婦
た
る
原
告
は
、
彼
女
の
夫
の
居
酒
屋
の
カ
ウ
ン
タ
ー
の
後
方
に

立
っ
て
い
た
が
、
被
告
の
被
備
考
の
過
失
に
よ
り
、
そ
こ
に
飛
び
込
ん
で
来
た
馬
つ
き
有
蓋
馬
車
に
よ
り
驚
か
さ
れ
た
。
そ
の
結
果

重
大
な
精
神
的
衝
動
を
被
り
そ
の
た
め
流
産
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
対
し
て
、
原
告
は
、
損
害
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
ろ
と
、
判
示
さ
れ
た
。
シ
二
目
目
三
目
ぐ
風
：
。
［
目
①
国
一
瞥
ｎ
ｏ
目
【
。
『
］
ご
旨
８
や
四
。
ロ
、
◎
・
命
［
Ｃ
ａ
切
に
お
け
る
後
の
事

件
は
、
こ
の
己
昌
①
ロ
ぐ
・
葛
冨
冨
事
件
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
を
確
定
す
る
も
の
と
し
て
取
扱
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
、
ｎ
．
亘
国
⑫
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ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
一
八
八
八
年
一
一
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
中
間
上
訴
裁
判
所
（
、
巨
已
忌
日
①
ｏ
ｏ
ｐ
目
。
由
Ｚ
⑥
三
Ｋ
．
鳥
）
は

９

Ｆ
呂
日
：
ご
・
因
８
．
乞
百
Ｑ
ご
肉
壁
・
ｎ
ｏ
・
事
件
に
お
い
て
、
逃
走
し
て
来
た
馬
に
恐
怖
を
い
だ
か
さ
れ
た
原
告
が
、
ロ
①
２
２
⑫

農
◎
鼻
を
被
り
、
そ
の
結
果
、
身
体
的
損
害
を
被
っ
た
。
本
件
も
救
済
を
否
定
し
た
。

⑩

続
い
て
、
一
八
九
○
年
に
は
、
早
く
も
肯
定
す
る
判
決
が
現
わ
れ
た
。
国
一
］
］
ぐ
・
国
ヨ
ヶ
巳
］
事
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は

原
告
の
家
に
行
き
、
原
告
が
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
庭
で
し
か
も
原
告
の
面
前
に
お
い
て
、
二
人
の
黒
人
奴
隷
に
暴

行
を
働
き
、
不
敬
虐
な
言
葉
を
吐
き
、
つ
い
に
血
を
流
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
原
告
は
流
産
し
、
健
康
を
破
壊
さ
れ
た
事
件
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
、
た
と
え
、
い
か
な
る
身
体
的
衝
撃
が
な
い
と
し
て
も
、
流
産
を
生
ず
る
精
神
的
衝
動
に
対
す
る
回
復
の
権
限
を

付
与
さ
れ
ろ
と
判
示
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
的
判
例
集
、
ｍ
ｏ
ｐ
忌
乏
⑥
湾
①
『
。
Ｆ
口
畠
①
園
内
①
ご
Ｃ
『
扇
シ
目
Ｃ
目
８
に
お
け
る
こ

仰

の
意
見
の
広
範
囲
の
流
布
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
、
葛
一
口
頤
ぐ
・
国
冒
ご
胃
碩
．
⑥
（
。
．
”
・
Ｄ
Ｃ
・
事
件
、
国
昌
一
⑫
０
日
貫
日
く
・
『
⑥
菌
⑬
陣

⑫
⑬

⑭

弓
胃
昌
ｏ
【
・
Ｃ
Ｏ
・
事
件
、
冨
旨
ロ
⑥
］
一
ぐ
・
用
Ｃ
Ｄ
丘
①
異
臼
事
件
、
、
己
且
①
く
・
ロ
自
陣
因
。
⑫
８
口
宛
。
Ｃ
・
・
事
件
等
は
、
現
実
の
衝
撃

事
件
は
、
覆
え
き
れ
、
現
実
の
衝
撃
（
目
忌
日
）
の
証
明
な
し
の
精
神
的
衝
動
（
：
『
ぐ
。
ｇ
晋
。
。
【
）
か
ら
生
ず
る
身
体
的
損
害
に

対
す
る
回
復
が
許
さ
れ
得
ろ
と
い
う
法
理
が
英
国
で
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ろ
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
ｏ
・
已
国
⑫
事
件
の
法
理
は
、
一
九
一
○
年
の
Ｄ
Ｃ
Ｅ
『
【
。
『
ぬ
⑥
由
凰
Ｃ
ロ
に
お
け
る
Ｑ
Ｅ
蒟
目
ぐ
．

７

両
Ｃ
ｇ
事
州
に
お
い
て
放
棄
さ
れ
た
。
そ
の
Ｑ
］
］
』
碩
目
ぐ
・
閃
◎
ず
ご
事
件
で
は
、
婦
人
た
る
原
告
が
、
家
の
中
に
道
路
か
ら
飛
び
込

ん
だ
車
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
衝
撃
（
目
忌
日
）
な
し
の
精
神
的
衝
動
に
よ
る
病
気
に
対
し
損
害
賠
償
が
許
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｃ
Ｏ
昌
一

８

。
『
ぬ
②
園
◎
目
か
ら
国
◎
扇
⑥
。
由
Ｐ
Ｃ
ａ
ｍ
に
上
告
さ
れ
た
ｎ
ｏ
］
一
⑦
ぐ
・
乏
口
〔
ｍ
ｏ
ｐ
事
件
に
お
い
て
国
◎
目
①
。
［
伊
・
ａ
の
は
Ｑ
】
］
］
』
ぬ
目

ぐ
・
肉
ｃ
ｇ
事
件
を
、
衝
撃
（
目
ｇ
ｏ
芹
）
な
し
の
精
神
的
衝
動
に
対
す
る
救
済
を
認
め
る
よ
う
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
確
立
し

た
も
の
と
し
て
取
扱
っ
た
。
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こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
な
事
件
に
お
い
て
、
損
害
賠
償
を
否
認
す
る
た
め
に
掲
げ
ら
れ
た
理
由
を
ま
と
め
て
掲
げ
て

⑬

お
く
。
第
一
に
、
過
失
に
よ
り
、
惹
起
せ
し
め
ら
れ
た
恐
怖
は
、
そ
れ
自
身
、
訴
訟
原
因
で
は
な
い
の
で
、
恐
怖
か
ら
生
ず
る
結
果

も
訴
訟
原
因
た
り
え
な
い
こ
と
。
第
一
一
に
、
そ
の
よ
う
な
損
害
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、
恐
怖
か
ら
生
ず
る
身
体

的
損
害
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
許
す
こ
と
は
、
公
序
に
反
す
る
こ
と
。
こ
の
公
序
に
反
す
る
こ
と
の
具
体
的
内
容
は
、
先
例
が
な
い

こ
と
、
訴
訟
を
増
加
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
不
正
な
精
求
に
基
づ
く
訴
訟
提
起
に
な
る
こ
と
、
損
害
を
証
明
し
た
り
算
定
し

た
り
す
る
の
が
困
難
な
こ
と
、
で
あ
る
ｃ

今
世
紀
の
一
一
一
○
年
代
に
は
、
故
意
の
行
為
に
よ
り
精
神
的
苦
痛
を
負
わ
せ
る
無
名
の
違
法
行
為
（
竃
８
属
）
は
、
独
立
の
不
法
行

倒

為
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
一
一
一
四
年
の
戸
①
ｍ
ｓ
５
Ｂ
⑪
貝
Ｃ
〔
『
。
『
扇
は
、
そ
の
篭
①

で
「
謡
曽
な
い
し
態
〔
凰
囲
ロ
ー
ロ
お
よ
び
、
壇
⑫
〔
侮
辱
に
対
す
る
運
送
業
者
の
特
殊
な
責
任
〕
で
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
を
除
い
て

は
、
他
人
に
精
神
的
妨
害
の
み
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
意
図
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

よ
う
な
妨
害
を
生
じ
さ
せ
る
見
込
み
の
あ
る
行
為
は
、
③
そ
れ
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
た
精
神
的
妨
害
に
対
し
、
⑪
か
よ
う
な
妨
害

か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
た
予
期
さ
れ
な
い
身
体
的
損
害
に
対
し
、
そ
の
行
為
者
は
、
責
任
を
負
わ
さ
れ
な
い
」
と
記
述
し
て
、
独
立

事
件
を
覆
え
し
だ
。

燗
な
し
の
精
神
的
衝
動
に
対
す
る
救
済
を
否
定
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
問
題
を
肯
定
す
る
判
決
が
、
一
八
九
一
一
年
に
、
宅
冒
ｇ
一
一
ご
・
ｍ
一
・
顧
巳
》
＠
戸
。
ご
・
Ｃ
Ｏ
・
事
件
お
よ
び
、
一
八

⑬
九
七
年
に
、
旨
：
汚
く
・
ｍ
Ｃ
Ｅ
昌
国
。
旨
□
丙
・
Ｄ
Ｐ
事
件
で
な
さ
れ
た
。
過
失
に
基
づ
く
精
神
的
苦
痛
に
よ
り
身
体
的
損
害
を
生
じ
た

１

場
合
に
は
一
般
的
に
損
害
賠
償
を
許
す
法
理
が
確
立
し
て
い
ろ
。
特
に
、
最
近
ま
で
、
冒
戸
：
①
一
一
ぐ
・
内
。
：
⑦
：
『
幻
・
Ｃ
Ｏ
・
事
件
を

⑬
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
支
持
し
て
い
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
も
、
一
九
六
一
年
に
、
団
員
国
］
画
く
．
、
頁
⑥
事
件
で
、
三
一
一
：
①
一
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の
責
任
を
拒
絶
し
て
い
た
が
、
一
九
四
八
年
の
内
①
⑫
国
（
①
日
①
日
。
ｍ
『
◎
易
〔
一
九
四
八
年
補
遺
〕
で
は
、
そ
の
亟
含
で
、
「
そ
の
よ

う
に
な
す
権
限
な
し
に
、
他
人
に
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
生
じ
さ
せ
た
人
は
、
⑥
そ
の
よ
う
な
精
神
的
苦
痛
に
対
し
、
ま
た
、
⑪

鋤
捕
繩
蝉
舵
騒
巫
潴
膵
鱸
糒
醐
噸
辨
瀦
肱
噸
吐
一
麟
繩
耀
鍋
鵜
や
酵
引
蹴
訂

一
品

錘
は
、
否
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は
、
街
道
で
原
告
に
会
い
、
集
ま
っ
た
第
三
者
等
の
面
前
で
、
大
声
で
、
原
告
を
員
○
Ｃ
Ｑ

く
目
目
①
ロ
ｍ
ｏ
ｐ
Ｃ
局
ロ
ワ
ー
芹
呂
愚
（
島
Ｈ
ご
Ｃ
ａ
Ｏ
穴
．
．
等
の
あ
だ
名
で
長
い
間
、
繰
り
返
し
の
の
し
っ
た
。
そ
の
時
、
原
告
は
、
妊
娠

錨六月であり、そのことは、被告も十分知っていた。その精神的妨害は、結果として神経の病気を生じさせ、その
躯
病
気
は
し
ば
ら
く
続
き
、
医
者
の
手
当
を
要
し
た
。
し
か
し
、
子
供
の
正
常
な
出
産
に
は
影
響
し
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
言
葉
に
よ

端
ろ
攻
撃
は
、
彼
女
の
身
体
的
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
救
済
を
申
し
立
て
た
。
そ
れ
に
対
し
、
裁
判
所

乙澗
は
、
そ
れ
自
身
で
回
、
血
目
一
芹
も
⑫
一
：
。
⑥
Ｈ
も
な
か
っ
た
し
、
ま
た
原
告
は
、
彼
女
の
安
全
に
対
し
、
恐
怖
を
い
だ
か
さ
れ
、
あ
る
い

鑑
は
恐
わ
が
ら
せ
ら
れ
た
と
申
し
立
て
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
単
な
る
「
無
礼
な
悪
口
」
あ
る
い
は
「
不
作
法
」
に
対
し
て
は
、
い

瀞
か
な
る
救
済
も
あ
り
え
な
い
と
述
べ
て
請
求
を
棄
却
し
た
。
さ
ら
に
、
損
害
が
遠
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
仮
想
的
で
あ
り
、

媚
救
済
さ
れ
る
た
め
の
基
準
が
な
い
こ
と
も
理
由
と
し
て
い
ろ
・

おに
テ
キ
サ
ス
州
で
は
、
一
九
五
一
一
一
年
に
国
四
『
ロ
且
く
・
田
‐
画
国
口
目
８
ｎ
ｏ
・
事
佑
》
、
否
定
し
た
が
、
す
ぐ
さ
ま
、
翌
年
の
ｏ
■
ご

法
㈱
。

熱く・。⑥ロ①国】。□四目８ＤＣ・事件で変更した。
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－
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ﾊ
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＆
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Ｃ
Ｏ
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０
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．
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．
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Ｎ
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０
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例
勺
目
既
曾
・
冒
圏
冑
、
ロ
ロ
○
頁
目
、
⑥
．
巳
思
・
蔭
ｏ
四
］
・
田
・
肉
①
『
・
色

⑲
以
下
の
記
述
は
、
目
冒
。
◎
丙
日
。
且
ｏ
ｐ
Ｊ
ｏ
⑫
日
眉
①
、
月
月
目
頭
頁
・
農
禺
胃
ぐ
・
伊
・
閃
⑥
ぐ
・
頤
つ
い
》
召
喚
に
よ
る
。

⑬
国
買
（
］
弾
く
．
、
（
貝
⑥
．
邑
巴
・
ｇ
ｚ
・
罠
・
日
瞠
『
⑬
．
匿
垣
ｚ
・
国
．
、
．
＆
麓
・
目
①
ｚ
・
口
．
Ｅ
『
忠

ご
舌
警
・
○
・
旨
①
色
国
・
ぐ
・
肉
巨
既
⑥
一
］
・
】
①
岳
ご
ｇ
乏
闇
ロ
・
囲
『
》
］
認
祠
眉
・
忠
Ｐ

乏
尉
．
田
目
丙
◎
其
弓
・
西
目
産
⑥
］
．
』
垣
ｇ
・
崖
】
君
厨
・
崖
。
』
圏
ｚ
・
急
・
Ｓ
ｍ
．

⑰
□
８
沼
①
Ｈ
》
Ｆ
皇
「
。
【
目
。
、
扇
．
（
筐
①
巳
・
這
震
）
畠
］
》
肉
⑥
⑫
画
〔
⑥
日
⑪
具
．
日
日
筋
（
巳
】
や
ｓ
）

脚
□
巳
ど
く
．
。
⑥
ロ
曾
昌
国
目
色
ｐ
８
Ｏ
ｏ
Ｂ
ｐ
ｍ
ｐ
］
・
ご
殿
．
】
、
吟
『
①
課
・
］
②

幽
四
胃
口
①
ロ
ぐ
・
田
ｌ
四
国
ロ
目
８
０
．
．
．
ご
認
・
】
巴
円
⑥
〆
．
⑤
仁
・
函
農
切
・
尋
・
巳
巴

⑪
国
胃
８
重
『
．
、
日
】
冒
壹
ご
念
・
］
色
○
嵐
◎
図
．
ｇ
】
一
『
顔
ｚ
・
団
・
昼

肉
・
月

、ﾛロ
●

ロ。

曰
①
ロ
ロ

『
⑥
捌
・

を
な
す
。
国
。
⑫
］
⑥
］
ご
・
し
ロ
日
①
巨
叩
．
ご
麗
・
患
い
胃
・
息
］
》
Ｈ
色
少
が
Ｅ
ｍ
ｇ
を
参
照
。

盟
日
◎
己
⑥
邑
・
因
口
○
号
房
】
目
Ｐ
Ｏ
Ｃ
・
壱
］
＠
ｓ
・
麗
肉
・
閂
・
】
霊
・
＆
し
二
・
９
ｍ
・

富
：
穴
ぐ
．
、
◎
員
ロ
ー
国
。
■
ロ
ー
肉
・
ｎ
ｏ
．
．
届
召
・
田
、
．
Ｏ
・
単
麗
壹
９
ｍ
・
田
・
ｇ
ｍ
・

鷺
⑥
日
声
眉
⑥
■
ご
・
【
。
Ｎ
①
］
・
］
巴
印
・
ち
ぃ
・
ロ
・
患
Ｐ
量
『
ｚ
・
乏
・
患
函
・

旨
①
日
己
面
涜
、
〔
・
夷
．
。
◎
・
ぐ
・
因
①
目
呂
①
冒
壹
］
②
」
『
・
属
『
目
①
ロ
ロ
・
＄
『
・
己
一
ｍ
・
菫
・
垣
皀
。

○
口
寅
①
旨
・
肉
。
。
。
．
『
・
国
菖
（
関
・
】
ｇ
Ｐ
鵠
日
興
・
函
＄
・
農
、
．
ご
く
・
①
筐

『
四
ｍ
。

画
『
い
、
。
ご
く
・
面
。
③
吟
。

宙
届
．
た
だ
し
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
は
例
外
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日
精
神
的
苦
痛
の
み
を
生
じ
さ
せ
た
場
合

被
告
の
過
失
（
ロ
①
砠
一
］
函
呂
８
）
が
身
体
的
損
傷
を
全
く
生
じ
さ
せ
ず
、
ま
た
他
の
独
立
の
不
法
行
為
責
任
を
構
成
せ
ず
に
、
た
だ

精
神
的
苦
痛
だ
け
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
に
は
、
通
常
、
損
害
賠
償
に
よ
る
救
済
は
与
え
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
肉
①
⑫
国
扇
日
①
貝
・
［

司
日
扇
は
、
そ
の
鷺
鶴
シ
〔
精
神
的
妨
害
の
み
を
結
果
と
し
て
生
じ
さ
せ
た
過
失
〕
で
、
「
も
し
行
為
者
の
行
為
が
、
他
人
に
対
し
、

身
体
的
損
傷
あ
る
い
は
精
神
的
妨
害
の
い
ず
れ
か
を
生
じ
さ
せ
る
不
条
理
な
危
険
を
作
り
出
す
よ
う
な
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た

行
為
者
の
行
為
が
、
身
体
的
損
傷
あ
る
い
は
そ
の
他
の
賠
償
さ
れ
う
る
損
害
な
し
に
、
か
よ
う
な
精
神
的
妨
害
の
み
を
そ
の
結
果
と

２

し
て
作
り
出
す
な
ら
ば
、
行
為
者
は
、
そ
の
よ
う
な
精
神
的
妨
害
に
対
し
責
任
を
負
わ
さ
れ
な
い
」
、
と
記
述
し
て
い
ろ
。
例
え
ば
、

８

月
巨
昌
⑪
く
・
冨
昌
⑰
門
口
＆
昌
勺
８
：
ｏ
扇
ｎ
ｏ
・
事
件
で
は
、
被
告
は
、
ガ
ラ
ス
の
破
片
の
混
入
し
た
手
作
り
の
チ
ー
ズ
を
作
り
、
売

り
出
し
、
そ
れ
を
原
告
が
購
入
し
食
べ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
ロ
ー
ぱ
い
ガ
ラ
ス
破
片
を
含
ん
だ
が
、
彼
女
は
、
口
を
切
っ
た
り
、

あ
る
い
は
そ
の
他
何
ら
の
身
体
的
損
傷
も
な
し
に
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
、
ガ
ラ
ス
破
片
を
飲
み
下

し
得
た
と
い
う
可
能
性
で
驚
き
、
一
日
中
嫌
悪
感
を
抱
き
、
神
経
過
敏
に
な
り
、
そ
の
夜
は
眠
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
損
害
賠
償

の
訴
を
提
起
し
た
が
、
何
ら
の
身
体
的
損
傷
も
無
か
っ
た
の
で
、
棄
却
さ
れ
た
。

か
よ
う
に
、
被
告
の
過
失
（
ロ
①
、
］
厨
①
ロ
８
）
か
ら
、
身
体
的
損
傷
を
伴
わ
な
い
精
神
的
苦
痛
の
み
を
生
じ
た
場
合
に
、
そ
の
精

４

神
的
苦
痛
に
対
す
る
救
済
が
否
定
さ
れ
る
理
由
は
一
一
一
つ
あ
る
。
第
一
は
、
「
法
は
些
事
に
関
せ
ず
」
（
□
③
白
目
日
一
の
ｐ
ｏ
ｐ
Ｏ
目
貫

行
×
）
と
い
う
法
諺
に
含
ま
れ
ろ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
精
神
的
苦
痛
は
、
些
事
で
あ
り
、
一
時
的
で
あ
り
、
比
較
的
無
害
で
、

重
要
で
な
い
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
救
済
を
許
す
こ
と
は
、
裁
判
所
と
被
告
に
不
当
な
重
荷
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も

一
一
一
過
失
（
ロ
の
怪
、
①
ロ
８
）
に
基
づ
く
精
神
的
苦
痛



琉大法学第13号（1972年） 134
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
損
害
の
重
大
性
を
欠
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
身
体
的
損
傷
と
い
う
客
観
的
証
拠
に
よ
り
証

明
さ
れ
な
い
と
、
損
害
が
、
本
物
で
あ
る
こ
と
の
保
証
に
欠
け
、
そ
の
よ
う
な
精
神
的
苦
痛
は
容
易
に
、
偽
わ
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
い
や
が
ら
せ
訴
訟
」
（
く
①
〆
昌
・
こ
ぃ
、
已
扇
）
お
よ
び
「
偽
り
の
請
求
」
（
顔
、
芹
旨
Ｃ
ｐ
ｍ
⑤
一
己
曰
⑫
）
の
危
険

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
被
告
が
単
に
過
失
で
行
為
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
被
告
の
落
度
（
冒
已
（
）
は
あ
ま
り
大

き
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
第
二
の
理
由
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
十
分
な
証
拠
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
を
許
し
、

…
…
あ
る
い
は
、
事
件
に
か
か
わ
る
諸
事
情
か
ら
「
本
物
で
あ
る
こ
と
」
の
保
証
を
探
求
す
れ
ば
足
り
、
か
か
る
事
件
で
、
一
般
的

５

に
救
済
を
否
定
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。

し
か
し
、
例
外
的
に
、
少
数
の
州
で
は
、
例
え
ば
、
死
亡
通
知
の
よ
う
な
砥
文
を
過
失
で
送
信
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
よ

う
な
精
神
的
苦
痛
が
結
果
と
し
て
生
ず
ろ
と
い
う
特
別
な
蓋
然
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
認
め
て
い

６
７

ろ
。
し
か
し
、
連
邦
お
よ
び
大
部
分
の
州
で
は
、
否
定
的
に
解
し
て
い
ろ
。

さ
ら
に
、
過
失
に
よ
る
死
骸
の
不
当
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
件
も
、
例
外
を
な
し
て
い
ろ
。
過
失
に
よ
り
、
死
体
に
防
腐
処
置
を

施
す
こ
と
（
⑥
Ｂ
ｇ
一
目
ロ
函
）
、
積
込
０
（
⑫
冨
己
日
⑦
貝
）
、
死
体
を
礫
く
こ
と
等
々
を
為
し
た
場
合
に
は
、
真
正
で
、
か
つ
重
大
な

８

精
神
的
苦
痛
の
特
別
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
ほ
と
ん
ど
の
州
は
救
済
を
認
め
て
い
ろ
。

ロ
身
体
的
損
害
を
伴
う
精
神
的
苦
痛

９

一
八
九
○
年
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
、
一
一
ぐ
・
ロ
『
困
与
Ｚ
。
『
言
⑪
日
戸
望
・
Ｄ
Ｃ
・
事
件
で
は
、
鉄
道
員
が
列
車
を
切
り
離
し
、
列
車

の
後
部
を
坂
か
ら
降
ろ
し
た
。
す
る
と
機
関
車
の
つ
い
て
い
る
前
部
が
そ
れ
に
続
い
て
降
り
は
じ
め
た
。
列
車
は
、
猛
烈
な
ス
ピ
ー

ド
で
降
り
だ
し
、
乱
暴
な
急
停
車
を
し
た
。
こ
の
前
部
に
乗
っ
て
い
た
原
告
は
、
こ
の
出
来
事
で
非
常
な
恐
怖
を
受
け
、
そ
の
結
果

通
常
の
業
務
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
病
気
に
な
っ
た
。
上
訴
裁
判
所
は
、
被
っ
た
損
害
が
恐
怖
の
当
然
の
結
果
で
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⑫

刃
⑦
、
目
＠
日
①
日
。
『
目
◎
旨
は
、
淫
屈
〔
同
日
◎
二
．
口
巳
己
一
⑫
【
『
①
⑫
②
ご
日
日
①
且
８
〕
で
、
「
⑪
も
し
行
為
者
が
、
故
意
な
し
に
、
他

人
に
精
神
的
苦
痛
を
負
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
者
は
、
（
以
下
の
場
合
）
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
病
気
あ
る
い
は
身
体
的
揖
傷

に
対
し
て
そ
の
他
人
に
蛍
任
を
負
わ
せ
ら
れ
ろ
。
も
し
行
為
者
が
、
③
そ
の
行
為
者
が
、
第
三
者
の
損
害
あ
る
い
は
危
険
に
関
す
る

認
識
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
精
神
的
苦
痛
を
生
ず
ろ
と
い
う
不
条
理
な
危
険
を
含
ん
で
い
ろ
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
⑪
行
為
者
に
知
ら
れ
た
事
実
か
ら
、
万
一
精
神
的
苦
痛
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
そ
の
精
神
的
苦
痛
は
、
そ
の
結
果
と
し

て
病
気
あ
る
い
は
身
体
的
損
傷
を
惹
起
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
②
②
①
。
二
目
（
】
）
で
述

べ
ら
れ
た
規
則
は
、
も
し
、
事
愉
が
別
な
ら
、
行
為
者
の
過
失
が
そ
の
他
人
に
身
体
的
損
傷
の
不
条
理
な
危
険
を
作
り
出
さ
な
い
な

ら
ば
、
第
三
者
へ
の
損
害
あ
る
い
は
危
険
か
ら
の
み
生
ず
る
精
神
的
苦
痛
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
他
人
の
病
気
あ
る
い
は

身
体
的
損
傷
に
は
適
用
が
な
い
」
と
記
述
し
て
い
ろ
。

⑬

さ
ら
に
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
予
見
可
能
説
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
ろ
。
ま
た
、
感
受
性
の
強
い
人
が
精
神
的
苦
痛

００

を
被
っ
た
場
合
に
も
、
通
常
人
を
基
準
と
し
、
請
求
を
認
め
な
い
。

§⑪：

あ
り
、
体
験
し
た
恐
怖
の
度
合
が
、
被
告
の
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
状
況
よ
り
す
る
当
然
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
損
害
を
賠

⑩

償
す
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、
勺
巨
『
８
］
』
く
・
酉
・
ロ
：
］
２
，
．
巴
・
ｎ
ｏ
・
事
件
に
お
い
て
、
爾
車
の
運
転
手
が
交
差

点
で
、
ま
さ
に
前
方
を
横
切
ろ
う
と
す
る
ケ
ー
ブ
ル
・
カ
ー
が
差
し
か
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
進
行
を
続
け
た
の
で
、

ほ
と
ん
ど
衝
突
し
よ
う
と
し
、
驚
鈴
お
よ
び
車
内
か
ら
人
々
が
飛
び
出
す
な
ど
の
騒
ぎ
の
た
め
に
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
痙
鑛

を
起
し
、
流
産
し
た
婦
人
か
ら
の
損
害
賠
償
の
請
求
を
認
容
し
た
。
そ
の
後
、
「
衝
撃
（
冒
息
。
【
）
」
と
い
う
要
件
を
否
認
し
、

身
体
的
結
果
、
あ
る
い
は
、
事
故
の
状
況
を
充
分
な
保
証
と
み
な
す
判
例
が
急
速
に
増
加
し
、
多
数
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い



琉大法学第13号（1972年） 136

⑪

ア
メ
リ
カ
で
も
、
同
様
の
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
結
論
を
受
け
容
れ
た
判
例
が
あ
る
。
因
・
乏
日
臼
口
ぐ
・
言
昌
旨
曰
、
事
件
で
は
、

食
堂
の
窓
か
ら
外
を
眺
め
て
い
た
原
告
は
、
彼
の
家
の
地
階
に
大
き
な
貨
物
自
動
車
が
ぶ
つ
か
る
の
を
見
た
。
そ
の
時
、
地
階
に
届

空
一
人
の
小
さ
な
彼
の
子
供
の
安
全
に
対
す
る
不
安
か
ら
明
ら
か
に
引
き
起
さ
れ
た
精
神
的
衝
動
の
結
果
と
し
て
起
っ
た
身
体
的
病

⑰

気
に
対
し
て
損
害
賠
償
が
許
さ
れ
た
。
し
か
し
、
尋
「
回
目
①
ぐ
・
章
「
胃
Ｈ
曰
Ｓ
ご
事
件
で
は
、
体
の
弱
か
っ
た
母
親
が
、
彼
女
の
子
供
が

道
路
を
横
切
る
間
、
窓
の
外
を
見
て
い
ろ
と
、
被
告
た
る
自
動
車
運
転
手
の
過
失
で
、
子
供
が
嫌
き
殺
さ
れ
る
の
を
見
た
。
母
親
の

衝
動
は
あ
ま
り
に
も
甚
だ
し
か
っ
た
の
で
彼
女
は
、
そ
の
後
、
ま
も
な
く
死
亡
し
た
。
被
告
は
、
そ
の
母
親
の
死
に
対
し
て
い
か

り

な
る
責
任
も
な
い
と
判
示
さ
れ
節

彼
女
の
子
供
の
危
険
あ
る
い
は
損
害
（
冨
門
日
）
の
際
に
、
母
親
の
衝
動
は
、
現
実
で
、
か
つ
軍
大
な
損
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と

口
第
三
者
に
対
す
る
危
険
あ
る
い
は
損
害

精
神
的
妨
害
お
よ
び
そ
の
身
体
的
結
果
が
、
原
告
自
身
の
安
全
に
対
す
る
何
ら
か
の
危
険
か
ら
生
ず
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
他
人

の
身
体
に
対
す
る
危
険
あ
る
い
は
損
害
に
対
し
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
場
合
は
ど
う
か
・
一
九
一
一
五
年
に
、
國
津
日
ご
『
８
斤
く
・
ぬ
［
Ｃ
【
①
⑫

⑮

国
８
房
①
扇
事
件
で
、
肯
定
的
に
判
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
事
実
は
、
被
告
の
過
失
に
よ
っ
て
無
人
の
自
動
車
が
け
わ
し
い
坂
を

下
り
、
狭
い
街
へ
と
猛
烈
に
走
り
出
し
た
。
そ
の
無
人
の
自
動
車
の
暴
走
を
母
親
が
目
撃
し
て
、
ち
ょ
う
ど
街
の
曲
り
角
で
別
れ
た

自
分
の
子
供
の
安
全
性
に
つ
い
て
不
安
を
感
じ
た
。
傍
観
者
が
母
親
に
対
し
て
、
あ
な
た
の
子
供
に
よ
く
似
た
子
供
が
傷
害
を
被
っ

た
よ
う
だ
と
話
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
が
事
実
だ
っ
た
こ
と
が
後
で
判
明
し
た
の
で
あ
る
が
、
母
親
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
精
神
的
シ

ョ
ッ
ク
を
受
け
、
そ
の
結
果
死
亡
し
た
。
こ
の
事
実
に
対
し
て
、
出
目
意
②
判
事
と
皆
画
ロ
判
事
は
、
自
己
に
対
す
る
身
体
的
危

険
だ
け
で
は
な
く
て
、
自
己
の
子
供
に
対
す
る
危
険
が
包
含
さ
れ
る
が
故
に
、
被
告
は
原
告
の
死
亡
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
と
判
示

し
た
。
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は
明
瞭
だ
ろ
う
。
も
し
、
被
告
の
彼
女
に
対
す
る
義
務
が
、
彼
女
が
危
険
を
認
識
し
う
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
、
子
供
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
時
、
そ
の
母
親
が
、
ど
こ
か
近
く
に
居
て
、
重
大
な
衝
動
を
被
っ
て
い
ろ
と
い
う
こ

と
は
予
期
を
越
え
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
適
切
に
述
べ
ら
れ
て
来
た
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
者
に
対
す
る
危
険
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
精
神
的
苦
痛
に
基
づ
く
身
体
的
結
果
に
対
す
る
救
済
が
、
認
容
さ
れ

る
た
め
に
は
、
第
一
一
一
者
に
被
ら
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
被
ら
さ
れ
ろ
お
そ
れ
の
あ
る
損
害
（
且
こ
こ
）
は
、
原
告
に
重
大
な
精
神
的

⑲

妨
害
を
生
じ
さ
せ
る
べ
き
性
質
を
有
す
る
重
大
な
損
艫
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
衝
動
（
骨
・
呉
）
は
、
現
実
の
身
体
的
損
害

を
結
果
と
し
て
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
単
な
る
傍
観
者
や
遠
い
親
戚
は
除
か
れ
、
家
族
、
夫
婦
、
親

子
に
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
原
告
が
、
事
故
や
危
険
の
時
に
、
現
場
に
居
た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
衝
動
は
、
那
故
あ
る
い
は

危
険
と
同
時
に
起
こ
る
こ
と
を
要
す
る
。

⑩
田
３
脇
①
早
伊
圏
「
◎
局
目
。
且
⑫
（
昼
①
□
・
后
震
）
農
』
．

②
届
⑪
⑰
国
一
⑥
日
⑥
ロ
鈩
月
◎
１
ｍ
（
且
」
①
ｇ
）
ふ
崖
⑦
少
．

③
閂
已
三
①
『
・
旨
ｏ
望
①
同
Ｄ
Ｂ
風
］
勺
Ｂ
Ｑ
ｐ
ｏ
扇
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Ｐ
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◎
亘
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缶
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側
肉
⑥
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菌
（
⑥
日
⑥
口
癖
曰
Ｃ
Ｈ
Ｓ
（
昼
ご
急
）
》
←
怠
し
．
。
◎
日
日
⑰
貝
．

⑤
』
再
◎
脇
Ｒ
・
伊
豊
三
．
崗
司
◎
日
切
（
曽
⑪
□
・
］
患
』
）
酋
浅
．

⑥
、
。
”
①
臣
①
『
・
三
国
③
『
ロ
ロ
ロ
】
。
■
『
⑥
】
・
０
．
．
・
屋
匿
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目
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,
1
1
5
Ｐ
､
8
7
9
;
Ｃ
ｈ
ａ
ｐ
ｍ
ａ
ｎ
ｖ
・
W
e
s
t
e
r
n
U
I
1
i
o
n

T
e
l
・
Ｃ
Ｏ
.
，
１
８
９
２
，
８
８
Ｃ
ａ
、
７
６
３
，
１
５
s
．
Ｅ
、
9
0
1
；
F
r
a
n
c
i
s
v
・
W
e
s
t
c
r
n
U
n
i
o
n
T
e
l
．
Ｃ
０
．
，
１
８
９
４
，
５
８
Ｍ
i
n
n
．
２
５
２
，
５
９

Ｎ
．
Ｗ
,
1
0
7
8
；
M
o
r
t
o
n
v
、
W
e
s
t
e
r
n
U
n
i
o
n
T
e
l
C
o
.
，
１
８
９
５
，
５
３
０
h
i
o
S
t
､
４
３
１
，
４
１
Ｎ
.
Ｅ
､
6
8
9
；
C
o
r
c
o
r
a
n
v
、
P
o
s
t
a
l

T
e
l
.
－
C
a
b
l
e
C
o
.
，
１
９
１
７
，
８
０
Ｗ
ａ
ｓ
ｈ
５
７
０
，
１
４
２
Ｐ
、
２
９
；
S
e
i
f
e
r
t
v
･
W
e
s
t
e
r
n
U
n
i
o
n
T
e
l
・
Ｃ
Ｏ
.
，
１
９
０
７
，
１
２
９
Ｇ
ａ
、
１
８
１
，

５
８
s
．
Ｅ
、
6
9
9
；
C
o
n
n
e
l
l
y
v
・
W
c
s
t
e
m
U
n
i
o
n
T
e
L
C
o
.
，
１
９
０
０
９
１
０
０
Ｖ
a
、
５
１
，
４
０
s
．
Ｅ
，
6
1
8
．

B
r
o
w
n
F
u
n
c
r
a
l
H
o
m
e
s
＆
１
，
s
､
Ｃ
Ｏ
.
ｖ
・
B
a
u
g
h
L
1
9
3
3
,
２
２
６
Ａ
１
a
､
6
6
1
,
1
4
8
s
｡
、
１
５
４
（
舞
塞
劃
雪
旦
囲
や
岬
鈩
ｅ
）
；

L
o
u
s
M
1
1
e
＆
Ｎ
､
Ｒ
・
Ｃ
Ｏ
.
ｖ
・
W
i
l
s
o
n
,
1
9
0
5
.
1
2
3
Ｃ
ａ
６
２
，
５
１
s
.
Ｅ
２
４
（
轌
副
一
型
堅
や
憾
頼
ｅ
）
；
Ｓ
ｔ
・
Ｌ
ｏ
ｕ
ｉ
ｓ
Ｓ
・
Ｗ

Ｒ
Ｃ
０
．
ｖ
､
W
h
i
t
e
,
1
9
3
6
,
1
9
2
A
r
k
､
3
5
0
,
9
1
s
.
Ｗ
､
2
．
２
７
７
（
隠
董
蝿
j
響
y
j
J
j
J
辿
函
や
岬
や
｡
）
；
R
e
n
i
k
a
n
v
・
W
r
i
g
h
t
，

1
8
9
0
,
1
2
5
1
,
.
,
5
3
6
,
2
5
Ｎ
.
Ｅ
８
２
２
（
瓢
愚
辿
留
や
鱒
や
Ｇ
）

Ｂ
ｃ
ｌ
ｌ
ｖ
、
G
r
c
a
t
N
o
r
t
h
e
r
n
R
y
・
Ｃ
Ｏ
.
，
１
８
９
０
，
２
６
１
r
、
Ｌ
Ｒ
ｅ
ｐ
．
Ｃ
、
Ｌ
、
４
２
８
，
c
i
t
e
d
i
n
M
a
y
n
e
，
T
r
e
a
t
i
s
e
o
n
D
a
m
a
g
e
s

5
a

P
u
r
c
e
l
l
v
･
Ｓ
ｔ
･
Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
e
t
c
・
Ｒ
ｙ
・
Ｃ
Ｏ
.
，
１
８
９
２
，
５
０
Ｎ
.
Ｗ
、
1
0
3
4
．

C
h
i
n
c
h
i
o
l
o
v
･
N
e
w
E
n
g
l
a
n
d
W
h
o
l
c
s
a
l
c
T
a
i
l
o
r
s
，
１
９
３
０
，
８
４
Ｎ
．
Ｈ
，
３
２
９
，
１
５
０
Ａ
、
5
4
0
；
Ｏ
ｒ
ｌ
ｏ
ｖ
，
C
o
n
n
e
C
t
i
C
u
t

C
0
.
,
1
9
4
1
,
1
2
8
Ｃ
ｏ
ｍ
1
.
2
3
1
,
2
1
Ａ
、
２
．
４
０
２
；
Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
ｖ
･
Ｒ
h
o
d
e
l
s
l
a
n
d
C
０
．
１
９
０
９
，
１
１
１
Ｍ
｡
、
６
９
，
７
３
Ａ
、
6
8
8
；
P
e
n
i
c
k

v
・
M
i
r
r
o
,
Ｅ
Ｄ
・
Ｖ
ａ
.
，
１
９
６
０
，
１
８
９
Ｆ
・
S
u
p
p
、
9
4
7
；
Ｃ
ｏ
ｌ
ｌ
ａ
ｖ
・
M
a
n
d
c
l
l
a
，
１
９
５
７
，
１
Ｗ
i
s
、
２
．
５
０
４
，
８
５
Ｎ
．
Ｗ
－
２
．
３
４
５
，

￣［
￣
￣

（鴬裡臼）噸雪譜跡蝿Ｋ蹟

ﾐ
ヨ

合閂
￣

合一杳一
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働
尻
⑥
望
⑪
⑫
ぐ
・
冨
冒
ロ
①
ｇ
ｏ
二
房
偉
功
（
・
円
．
”
・
ｎ
ｏ
・
・
屋
器
・
器
冨
ご
己
・
函
ｇ
・
ｇ
Ｚ
・
葛
・
患
い
．

⑲
、
己
⑥
１
日
『
・
○
夢
』
ｇ
鈩
巨
③
胃
胸
・
桿
冨
『
・
凸
、
◎
・
旨
鵲
国
巨
８
日
、
曰
く
・
ｐ
Ｈ
⑪
賀
Ｚ
◎
具
ロ
⑪
目
尻
．
、
。
・
・
屋
ｇ
・
『
②
冨
曰
ロ
・
単
『
い
・

ご
ｚ
・
急
．
①
票
両
］
二
⑫
『
・
口
⑥
ぐ
⑥
】
§
○
画
届
扇
・
閉
ご
｛
・
鵠
票
、
目
ロ
⑥
Ｈ
ｍ
ｏ
曰
く
・
Ｚ
ｏ
Ｈ
旨
⑥
日
田
：
一
恵
。
”
．
、
。
・
・
＄
つ
い
鴎
冨
冒
県

霞
少
・
円
・
閃
・
己
一
切
函
◎
易
８
口
国
⑥
。
．
。
。
．
『
・
】
〕
。
Ｈ
い
①
夢
」
程
守
屋
切
目
①
〆
．
⑨
、
。
ご
』
、
．
三
・
昼
、
念
》
国
呉
厨
盲
『
・
留
日
Ｐ

ら
臼
・
Ｓ
ｚ
・
＆
・
已
麗
訳
⑭
］
②
ｚ
・
田
．
ｍ
・
医
豊
・
』
『
②
ｚ
・
閃
・
旨
忌
Ｐ

⑫
肉
⑩
い
《
呉
①
Ｂ
①
ロ
デ
月
日
蕨
（
己
・
こ
つ
⑪
）
》
臼
哩
・

倒
戸
⑥
⑫
一
貫
⑥
目
⑰
ロ
蒙
円
。
Ｈ
蕨
（
因
。
届
＄
）
》
髄
③
６
．
日
目
①
具
烏
○
国
目
⑥
丙
日
。
且
◎
ロ
。
』
⑨
画
］
・
瞳
畠
胃
『
・
伊
・
閥
⑥
『
．
、
己
は
、
予
見
可

能
説
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。

⑭
閃
①
鷺
胃
①
日
③
二
鈩
司
◎
晟
駮
（
臣
・
＄
＄
）
》
⑬
』
⑬
８
回
目
曰
①
貝
○
・

脚
国
四
日
耳
。
◎
丙
ご
・
鷺
◎
岸
⑥
⑪
因
Ｈ
◎
晋
①
厨
。
ご
噌
駅
］
【
・
国
・
］
』
』
．

⑯
国
◎
竃
日
目
ぐ
・
己
冨
］
】
旨
目
⑫
。
］
℃
圏
。
］
②
←
豈
巨
・
＄
評
】
＄
」
Ｐ
］
侭
・
同
じ
立
場
に
立
つ
判
例
車
田
国
間
①
①
ご
・
ミ
①
異
⑥
Ｂ
】
）
凰
竺
］

旧
Ｂ
ロ
ロ
、
厨
０
．
．
。
］
・
韻
・
桴
餌
、
ご
く
四
ｍ
ロ
・
呂
鈩
←
『
・
田
・
函
二
』
＆
『
。

⑰
乙
舌
：
⑥
く
・
乏
凹
月
旨
西
８
口
③
］
困
靭
巴
⑤
ご
冨
吻
・
巴
駿
思
函
ｚ
・
尋
・
念
『
・
畠
少
・
伊
・
閃
・
患
一
・

⑬
同
旨
の
判
例
ｍ
ｏ
ｏ
（
⑥
『
・
巨
厨
爵
ほ
こ
ｍ
○
・
②
①
Ｚ
・
田
・
弓
鈩
ヨ
シ
・
農
ご
瞬
閃
①
畠
ぐ
樹
①
ぐ
・
ロ
豊
』
⑥
⑭
己
呂
・
巳
①
冨
已
・
心
ご
翅

恩
シ
・
巳
田
票
ｎ
回
『
こ
ぐ
。
］
◎
日
ロ
巳
田
巨
ご
・
０
．
．
画
こ
い
『
・
造
Ｚ
・
言
・
唖
扁
・
呂
呵
・
巳
］
⑤
男
国
◎
貝
亘
］
］
く
・
民
。
■
ロ
ｍ
・
皀
溢
・
少
．

○
・
℃
』

扇
駛
呂
Ｚ
。
ご
『
・
切
信
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精
神
的
損
害
が
何
ら
か
の
既
に
承
認
さ
れ
た
不
法
行
為
の
範
朋
内
で
訴
を
提
起
さ
れ
得
な
い
な
ら
ば
、
初
期
の
事
件
で
は
、
そ
の

精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
救
済
は
拒
否
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ど
れ
ほ
ど
激
し
く
て
も
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
強
迫
的
で
あ
っ
て
も
、

あ
る
い
は
ど
れ
ほ
ど
侮
辱
的
で
あ
っ
て
も
、
単
な
る
言
葉
に
よ
る
場
合
は
、
画
脇
目
一
【
に
な
ら
ず
救
済
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
次

第
に
各
不
法
行
為
類
型
は
、
固
有
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
自
体
訴
訟
瞭
因
と
な
り
う
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
来
た
。

そ
の
救
済
の
範
囲
は
、
十
分
と
は
言
え
な
い
が
、
極
悪
な
性
質
を
有
す
る
故
意
の
行
為
の
場
合
に
は
、
そ
の
最
大
限
度
ま
で
拡
張

緒
神
的
苦
痛
は
、
も
ち
ろ
ん
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
紺
神
的
袴
湘
は
、
簡
叩
に
偽
わ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

を
反
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
所
は
、
森
観
的
に
証
明
す
る
こ
と
の
出
来
ろ
、
身
体
的
結
果
、
あ
る
い
は
被

告
の
行
為
の
性
質
お
よ
び
事
件
の
状
況
の
い
ず
れ
か
で
、
そ
の
精
神
的
苦
痛
が
本
物
で
あ
る
と
い
う
保
証
を
当
然
に
主
張
し
が
ち
で

２”
Ｉ

あ
る
。

き
れ
て
来
て
い
ろ
。

口
過
激
な
乱
暴
行
為
に
よ
り
頭
大
な
精
神
的
苦
蝿
を
被
っ
た
場
合

過
激
な
且
つ
乱
暴
な
行
為
に
よ
り
、
故
意
に
（
一
日
①
ロ
ー
・
己
『
臣
）
あ
る
い
は
、
不
注
意
に
（
『
⑤
。
【
｜
⑤
胡
一
望
）
他
人
に
精
神
的
苦
痛

（
・
日
・
二
．
目
］
＆
胃
①
路
）
を
惹
起
し
た
人
は
、
そ
の
よ
う
な
精
神
的
苦
痛
お
よ
び
そ
の
精
神
的
薪
痂
か
ら
生
じ
た
身
体
的
損
害

３

（
す
。
□
一
一
巨
冒
『
日
）
に
対
す
る
責
任
を
負
う
』

後
述
す
る
運
送
業
者
（
８
日
白
目
、
胃
『
一
⑪
『
⑫
）
や
公
共
事
業
（
ロ
：
一
一
ｏ
昌
一
旨
⑦
②
）
の
特
別
な
面
任
を
除
け
ば
、
過
激
な
乱
暴
行

い
は
じ
め
に

ｐ

四
故
意
に
基
づ
く
梢
神
的
苦
痛
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為
（
①
〆
：
ョ
①
◎
具
Ｈ
眉
⑥
）
と
呼
ば
れ
得
る
よ
う
な
事
件
に
お
い
て
の
み
、
故
意
の
侵
害
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
独
立
の
責

任
が
発
生
す
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
の
行
為
が
、
極
悪
で
（
胃
８
ｏ
」
◎
湯
）
文
明
社
会
で
全
く
堪
え
ら
れ
ぬ
と
み
な
さ
れ
、
行
儀
の

良
さ
の
範
囲
を
越
え
る
程
、
程
度
に
お
い
て
過
激
で
、
ま
た
性
質
に
お
い
て
乱
暴
で
あ
る
事
件
に
お
い
て
の
み
責
任
が
課
さ
れ
ろ
。

一
般
的
に
言
え
ば
、
こ
の
事
件
は
、
そ
の
事
実
関
係
を
、
そ
の
社
会
の
平
均
人
に
話
し
て
聞
か
せ
ろ
と
、
そ
の
行
為
者
へ
の
憤
り
を

４

招
来
し
、
ま
た
そ
の
人
を
し
て
「
な
ん
と
乱
暴
な
」
と
呼
ば
し
め
る
よ
う
な
事
件
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、
過
激
な
乱
暴
行
為
に
限
定
す
る
理
由
は
一
一
つ
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ
の
慣
習
あ
る
い
は
、
法
は
、
比

較
的
些
細
な
行
為
に
対
し
て
、
不
法
行
為
上
の
損
害
賠
償
で
救
済
す
る
点
に
ま
で
、
ま
だ
進
歩
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

富
■
四
目
図
が
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
も
、
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
示
唆
さ
れ
た
原
理
を
採
用
す
る
な

ら
ば
、
不
作
法
（
ず
且
目
目
：
易
）
の
分
野
で
の
裁
判
の
広
い
見
通
し
が
開
け
る
だ
ろ
う
。
比
較
的
小
さ
な
悩
み
は
、
法
に
よ
る
よ

り
も
、
他
の
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
に
よ
り
取
扱
わ
れ
た
方
が
よ
い
。
精
神
の
平
穏
（
ロ
８
８
．
局
目
且
）
が
、
そ
れ
自
身
、

い
か
ほ
ど
良
い
物
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
精
神
的
平
穏
を
一
般
的
に
保
護
し
よ
う
と
企
て
る
こ
と
は
、
法
に
と
っ
て

夢
の
よ
う
な
理
想
を
追
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
社
会
生
活
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
附
随
す
る
気
質
の
不
調
和
や
摩
擦
、
い
ら
だ
ち
の

大
部
分
艇
対
し
て
は
、
法
が
保
護
を
与
え
る
よ
り
も
、
精
神
的
な
隠
れ
場
所
（
曰
①
ロ
国
｝
冨
烏
）
を
強
く
す
る
こ
と
が
よ
り
よ
い
こ

第
一
一
の
理
由
は
、
取
る
に
足
り
な
い
侮
辱
的
言
行
（
旨
い
巳
〔
）
、
侮
辱
（
旨
＆
ぬ
巳
ご
）
、
悩
み
（
目
ロ
。
］
目
、
①
）
お
よ
び
、
お
び

や
か
し
（
吾
『
①
輿
）
が
存
在
す
る
場
合
に
、
そ
の
事
件
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
精
神
的
苦
痛
が
、
本
物
で
あ
る
と
い
う
必
要
な
保
証

を
著
し
く
欠
く
か
、
あ
る
い
は
も
し
本
物
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
申
立
て
ら
れ
た
精
神
的
苦
痛
が
重
大
で
（
い
の
『
一
自
切
）
、
合
理
的

６

で
（
Ｈ
ｇ
の
目
：
］
）
あ
る
と
い
う
保
証
を
欠
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

５－
、

と
で
あ
る
」
。
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要
す
る
に
、
「
責
任
は
、
行
為
が
文
明
社
会
で
、
凶
暴
で
、
全
く
耐
え
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
、
ま
た
礼

儀
の
あ
り
う
る
限
界
を
越
え
て
い
る
よ
う
な
、
そ
れ
程
、
性
質
上
乱
暴
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
程
、
程
度
に
お
い
て
過
激
で
あ
る
場
合

７
８

に
の
み
認
容
さ
れ
ろ
」
。
例
え
ば
、
国
『
。
◎
澪
①
円
く
・
、
』
旨
⑥
Ｈ
Ｂ
Ｃ
目
⑥
事
件
で
は
、
被
告
は
、
電
話
を
か
け
た
が
な
か
な
か
通
ぜ
ず
、

そ
の
た
め
、
電
話
交
換
手
（
原
告
）
と
口
論
中
に
被
告
は
、
彼
女
を
《
《
○
・
ａ
ｓ
日
日
且
急
・
白
色
Ｐ
：
日
日
且
］
一
胃
目
①
。
岸
息
と
呼

び
、
さ
ら
に
も
し
彼
が
そ
こ
に
い
た
な
ら
ば
、
彼
は
、
彼
女
の
○
且
：
ヨ
ョ
２
月
、
穴
を
た
だ
ち
に
へ
し
折
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う

と
言
っ
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
は
、
軍
大
な
精
神
的
苦
痛
を
被
り
、
そ
の
事
件
を
じ
っ
と
考
え
込
み
、
眠
る
こ
と
も
出
来
ず
、
と
う

と
う
病
気
に
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、
被
告
の
行
為
は
、
無
礼
で
は
あ
っ
た
が
、
被
告
に
責
任
を
負
わ
せ
る
程
、
過
激
で
も
な
く
、
乱

暴
で
も
な
い
と
し
て
、
原
告
へ
の
救
済
を
否
定
し
た
。
同
様
に
、
夫
や
子
供
が
被
害
を
受
け
病
院
に
入
院
し
て
い
ろ
と
い
う
作
り
話

９

し
に
よ
り
、
精
神
病
の
疑
い
の
あ
る
婦
人
を
病
院
に
お
び
き
よ
せ
る
こ
と
、
原
告
の
息
子
が
自
殺
し
た
と
い
う
虚
偽
の
噂
を
広
め
ろ

０ ０

と
と
、
過
敏
な
人
が
開
け
る
は
ず
の
一
塊
の
パ
ン
の
代
わ
り
に
血
だ
ら
け
の
死
ん
だ
ね
ず
み
を
包
む
と
都
、
等
々
も
過
激
な
行
為
で

は
な
い
と
し
て
救
済
が
否
認
さ
れ
た
。

被
告
の
行
為
の
過
激
で
、
乱
暴
な
性
質
は
、
為
さ
れ
た
行
為
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
原
告
の
利
益
に
損
害
を
与
え
得
る
現
実
の
、

あ
る
い
は
明
瞭
な
権
力
を
被
告
に
与
え
て
い
る
関
係
や
地
位
の
被
告
に
よ
る
濫
用
か
ら
生
ず
ろ
。
こ
れ
に
関
す
る
英
国
の
リ
ー
デ
ィ

②

ン
グ
・
ケ
ー
ス
は
、
］
：
ａ
①
嵐
ぐ
．
⑫
尹
一
①
①
ロ
①
望
事
件
で
あ
る
。
そ
の
事
件
は
、
私
立
探
偵
（
被
告
）
が
、
原
告
を
訪
問
し
、
自
分
は

警
察
官
だ
と
告
げ
、
も
し
彼
女
（
原
告
）
が
所
有
す
る
第
三
者
の
手
紙
を
引
渡
さ
な
い
な
ら
ば
、
ス
パ
イ
行
為
の
罪
で
逮
捕
す
る
と

威
し
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
は
、
正
大
な
精
神
的
苦
痛
を
被
り
、
そ
の
結
果
病
気
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
被
告
は
原
告
に
、
精
神
的

⑬

苦
繍
、
病
気
両
方
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
］
：
ｐ
８
ｐ
く
・
留
日
ロ
８
口
事
件
が
あ
る
。
そ
の
事
件
は
、
高
等
学
校

の
校
長
た
る
被
告
が
、
女
子
学
生
た
る
原
告
を
自
分
の
事
務
室
に
呼
び
出
し
、
突
然
、
彼
女
に
種
々
の
異
性
と
の
不
道
徳
な
行
為
の



罪
を
負
わ
せ
た
。
被
告
は
、
原
告
を
一
時
間
の
間
、
苛
め
、
ま
た
も
し
彼
女
が
告
白
し
な
け
れ
ば
、
刑
務
所
行
き
だ
と
か
、
彼
女
自

身
お
よ
び
両
親
に
対
す
る
世
間
の
不
評
を
被
る
な
ど
と
彼
女
を
威
し
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
は
、
精
神
的
苦
痛
を
被
り
、
そ
の
結
果

鰄鮒癖糀錘杣汚罹時繩瞬峰罹鑪紳璋刮》か詫諏辨濁聰爺読哩川》繩赫燗鐸魎鋼燗捕傘押轡磑”唯Ｇ鍵釘鈩軒輌穰“
一
塁

難
し
屋
と
か
、
不
正
直
な
人
と
か
、
犯
罪
者
と
の
の
し
り
、
債
務
者
の
借
金
を
差
押
え
る
ぞ
と
威
し
、
ま
た
支
払
わ
な
け
れ
ば
「
太
鼓

↓

御
の
よ
う
に
か
た
く
縛
り
あ
げ
ろ
」
ぞ
と
威
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
被
上
戸
の
行
為
は
、
過
激
な
乱
暴
に
な
る
と
い
わ
れ
た
。

熱
行
為
の
過
激
な
且
つ
乱
暴
な
性
質
は
、
他
人
が
あ
る
身
体
的
、
精
神
的
条
件
あ
る
い
は
特
質
の
た
め
に
、
特
に
精
神
的
苦
痛
を
受

躯
け
易
い
と
い
う
こ
と
を
行
為
者
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
出
発
す
る
。
一
九
一
一
一
一
年
の
Ｚ
』
。
【
①
Ｈ
②
：
く
・
四
．
口
砠
①
⑫
事
件
が
、

錨
そ
の
リ
ー
ー
フ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
原
告
は
風
変
わ
り
で
、
精
神
上
欠
陥
の
あ
る
老
女
中
で
あ
っ
た
が
、
壷
一
ぱ
い
の
金
が
、

に
彼
女
の
裏
庭
に
埋
め
ら
れ
て
い
ろ
と
い
う
妄
想
を
持
ち
、
い
つ
も
そ
の
金
を
探
し
て
掘
り
続
け
て
い
た
・
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
、
被

螂告は、彼女の庭に他の物を入れた壷を埋めた。そして、原告がその壷を伽り当てた時、意気揚々と市役所へ護
榊
送
さ
せ
、
そ
こ
で
原
告
に
対
す
る
公
然
の
屈
辱
と
い
う
状
況
の
下
で
、
そ
の
壷
は
開
け
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
は
重
大
な
精
神

泥
的
苦
痛
を
被
り
、
そ
の
結
果
病
気
に
な
っ
た
。
被
告
は
、
精
神
的
苦
痛
と
病
気
に
対
し
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
こ
の
判

鹸
決
の
線
に
沿
っ
て
、
病
人
、
子
供
、
妊
婦
に
つ
い
て
、
被
告
が
、
か
か
る
状
況
を
知
っ
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
に
基
づ
き
、
冒
涜
、
悪

法麩
口
、
脅
迫
状
や
、
そ
の
他
の
点
で
な
ら
ば
明
ら
か
に
不
法
行
為
を
構
成
す
る
に
不
十
分
で
あ
る
行
為
の
た
め
に
救
済
を
許
さ
れ
た
多

⑯

143

⑰

合
も
救
済
さ
れ
ろ
。 ⑯

く
の
事
件
が
あ
る
。

故
意
に
死
体
を
不
当
に
取
扱
う
こ
と
、
例
え
ば
死
体
の
鼓
損
、
発
期
、
埋
葬
妨
害
等
に
よ
り
遺
族
に
精
神
的
苦
痛
を
負
わ
せ
る
場



琉大法学第13号（1972年） 144

精
神
的
苦
痛
は
実
際
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
重
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
救
済
が
許
さ
れ
た
大
多
数
の
事
件
に

お
い
て
は
、
精
神
的
苦
痛
の
真
正
さ
（
頤
⑥
ロ
日
ロ
①
ロ
§
）
は
重
大
な
性
質
を
有
す
る
（
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
）
身
体
的
病
気
に

よ
り
証
明
さ
れ
、
ま
た
、
精
神
的
、
身
体
的
損
害
は
、
両
者
と
も
に
償
わ
れ
て
来
た
。

テ
キ
サ
ス
の
事
件
は
、
身
体
的
病
気
、
あ
る
い
は
若
干
の
そ
の
他
の
非
精
神
的
損
害
は
、
不
法
行
為
の
存
在
に
と
っ
て
必
須
的
で

⑱
⑲

あ
る
と
述
べ
、
ま
た
、
そ
の
他
の
若
干
の
事
件
で
も
、
身
体
的
病
気
が
必
須
の
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
ろ
。

他
方
で
は
、
身
体
的
結
果
の
証
拠
な
し
の
、
単
な
る
精
神
的
妨
害
に
対
す
る
責
任
を
見
い
出
し
た
多
く
の
判
決
が
あ
り
、
ま
た
、

㈱
そ
れ
ら
の
判
決
は
明
ら
か
に
被
告
の
行
為
の
過
激
で
乱
暴
な
性
質
を
そ
れ
自
身
十
分
な
保
証
と
み
な
し
て
い
ろ
。
例
え
ば
三
一
一
８
曰

く
・
ミ
ー
ー
【
ご
ｍ
事
僻
で
は
、
被
告
が
暴
徒
を
染
め
、
夜
間
、
原
告
の
家
に
暴
徒
を
辿
れ
て
行
っ
た
。
被
告
は
原
告
に
、
一
○
日
以
内
に

町
を
出
て
行
か
な
い
と
、
暴
徒
は
再
び
来
て
、
私
刑
を
加
え
ろ
と
告
げ
た
。
そ
の
た
め
原
俗
は
重
大
な
精
神
的
耕
痛
を
被
っ
た
が
、
２９
■

い
か
な
る
身
体
的
損
害
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
は
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
ま
た
、
普
く
眉
①
く
・
因
。
］
⑥
⑫
事
件

で
は
、
警
察
官
た
る
被
告
は
、
原
告
を
犯
罪
容
疑
で
逮
捕
し
た
。
被
告
は
自
告
さ
せ
る
た
め
に
、
虚
偽
で
、
原
告
に
彼
女
の
子
供
は

事
故
で
け
が
を
し
病
院
に
入
院
し
て
い
る
が
、
も
し
自
白
し
な
け
れ
ば
、
彼
女
は
病
院
に
行
く
た
め
に
釈
放
さ
れ
得
な
い
と
語
っ

た
。
そ
の
た
め
、
原
告
は
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
が
い
か
な
る
身
体
的
損
害
も
被
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
も
か
か
わ
ら
ず

被
告
は
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。

内
⑥
、
愚
【
⑪
曰
①
貝
。
［
言
⑦
一
色
署
．
『
。
『
扇
巨
．
ま
①
（
】
）
は
「
過
激
で
且
つ
乱
暴
な
行
為
に
よ
っ
て
、
故
意
（
一
日
①
昌
一
。
：
一
一
堂
）
あ
る

い
は
不
注
意
で
（
『
①
◎
胃
⑰
冊
ご
）
他
人
に
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
惹
起
し
た
人
は
、
そ
の
よ
う
な
精
神
的
苦
痛
に
対
し
て
、
ま
た
、

も
し
そ
の
精
神
的
苦
痛
か
ら
他
人
に
身
体
的
損
害
を
惹
起
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
身
体
的
損
害
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
」
、

と
規
定
し
て
身
体
的
結
果
を
要
求
し
て
い
な
い
。
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救
済
を
許
し
て
い
る
大
多
数
の
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
が
精
神
的
苦
痛
を
惹
起
す
る
こ
と
を
意
欲
し
て
い
ろ
と
い
う
意
味
で
、

あ
る
い
は
被
告
の
行
為
か
ら
精
神
的
苦
痛
が
続
い
て
起
る
こ
と
が
十
分
に
確
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
被
告
が
知
っ
て
い
ろ
と
い
う

意
味
で
の
ど
ち
ら
か
で
、
故
意
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
激
で
乱
暴
な
行
為
に
対
す
る
責
任
は
、
故
意
よ
り
も
広
く
、
ま
た
、

確
か
さ
で
な
く
、
精
神
的
苦
痛
が
、
そ
れ
に
続
い
て
起
る
高
度
の
可
能
性
が
あ
り
、
且
つ
被
告
が
そ
の
こ
と
を
意
識
的
に
無
視
し
て

実
行
す
る
と
い
う
状
況
に
ま
で
責
任
が
拡
張
さ
れ
ろ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
事
件
も
少
数
は
あ
る
（
意
識
し
た
不
注
意
、
あ
る
い

は
意
識
し
た
無
関
心
ｌ
８
ｐ
ｍ
Ｑ
ｏ
ｇ
島
閂
＠
，
四
ａ
。
『
８
口
ｍ
Ｑ
ｏ
Ｅ
ｍ
冒
島
電
⑥
『
①
ロ
８
１
）
。
こ
の
行
為
類
型
（
意
識
し
た
不
注
意
）
が

三
一
一
［
巳
（
故
意
）
、
あ
る
い
は
乏
口
目
：
（
無
関
心
）
あ
る
い
は
時
た
ま
３
Ｄ
【
］
①
閉
。
①
閉
（
不
注
意
）
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
内
⑥
、
菌
忌
日
⑥
貝
の
用
語
法
に
よ
れ
ば
、
故
意
あ
る
い
は
無
関
心
の
非
行
（
菖
一
「
ロ
ー
◎
『
尋
目
８
口
目
⑫
８
日
ロ
。
（
）
、

故
意
あ
る
い
は
無
関
心
の
過
失
（
且
］
［
巳
。
同
君
：
〔
◎
二
コ
①
函
一
一
媚
①
ロ
８
）
、
あ
る
い
は
不
注
意
（
『
①
。
ご
①
⑫
目
①
め
ゅ
）
と
い
う
名
で
呼
ぱ

⑫ 別

れ
て
い
る
行
為
類
型
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
門
③
ｎ
重
①
⑰
目
①
閉
の
代
表
的
な
事
件
は
、
国
」
鳥
③
』
⑥
罠
く
．
、
ロ
。
『
目
］
⑫

４２

田
⑫
一
湧
芹
⑪
事
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
の
留
守
の
間
に
、
被
告
は
原
告
の
台
所
で
の
ど
を
切
っ
て
自
殺
し
よ
う
と
し
た
。
被
告
は

原
告
が
帰
宅
し
、
彼
の
死
体
を
見
つ
け
て
、
精
神
的
苦
痛
を
被
る
こ
と
は
良
い
考
え
だ
と
思
っ
た
。
彼
女
は
帰
っ
て
来
て
、
ド
ア
を

開
け
、
家
中
血
ぴ
た
し
に
な
り
、
血
に
ま
み
れ
た
被
告
と
対
面
し
た
。
彼
女
は
重
大
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
そ
の
結
果
、
重
大
な
病

気
に
な
っ
た
。
自
殺
行
為
は
菖
一
冒
一
で
あ
り
、
ま
た
結
果
に
対
す
る
意
識
し
た
無
関
心
（
８
局
ｏ
－
．
口
⑫
一
己
一
〔
『
⑪
忌
月
①
）
を
含
む
も

の
と
し
て
定
義
さ
れ
ろ
と
、
陪
審
が
認
定
す
る
な
ら
ば
、
彼
女
は
損
害
賠
償
が
許
さ
れ
る
と
判
示
さ
れ
た
。

国
過
激
な
乱
暴
行
為
が
第
三
者
に
向
け
ら
れ
た
場
合

過
激
な
且
つ
乱
暴
な
行
為
が
、
第
三
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
行
為
者
が
、
そ
の
時
に
、
現
場
に
居
合
わ
せ
た
も
う
一
人

の
人
に
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
故
意
に
（
目
①
ロ
ー
◎
：
二
里
）
、
あ
る
い
は
不
注
意
で
（
３
．
己
③
閉
］
望
）
惹
起
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
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者
は
責
任
を
負
わ
さ
れ
ろ
。

肉
①
⑫
国
｛
⑥
曰
⑥
具
。
崗
忌
①
一
画
葛
◎
命
月
。
『
扇
．
Ｅ
品
怠
（
』
）
（
四
）
｛
す
｜
は
、
左
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
ろ
。
「
そ
の
よ
う
な
行
為
（
筆
者

註
、
過
激
で
且
つ
乱
暴
な
行
為
）
が
、
第
三
者
に
向
け
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
も
し
行
為
者
が
故
意
に
（
一
員
ｇ
目
目
］
一
堂
）
あ

る
い
は
不
注
意
に
（
息
ｏ
Ｅ
③
、
島
）
、
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
惹
起
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
者
は
、
下
記
の
者
に
対
し
て
も

責
任
を
負
う
。
③
そ
の
よ
う
な
苦
痛
が
身
体
的
損
害
を
惹
起
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
そ
の
時
に
居
合
わ
せ
た
そ
の
第
三
者
の
近
接
し

た
家
族
貝
（
に
対
し
て
）
、
あ
る
い
は
、
⑪
そ
の
よ
う
な
苦
痛
が
身
体
的
損
害
を
惹
起
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
居
合
わ
せ
た
他
の

い
か
な
る
人
（
に
対
し
て
も
）
」
。

ま
ず
、
被
告
の
行
為
は
、
過
激
で
且
つ
乱
暴
な
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
侮
辱
さ
れ
、
悪
口
を
言
わ
れ
、
あ
る
い
は
の
ろ

わ
れ
、
そ
の
他
比
較
的
蝿
微
な
方
法
で
精
神
的
苦
痛
を
被
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
、
救
済
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
、
過
激
で

⑫ ５

且
つ
乱
暴
な
行
為
が
原
告
に
向
け
ら
れ
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
被
告
の
行
為
が
い
か
に
過
激
で
且
つ
乱
暴
で
あ
ろ
う
と
も
、
原
告
に
影
瞥
を
与
え
る
べ
き
直
接
の
故
意
が
な
い
た
め

に
、
問
題
が
生
ず
ろ
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ｇ
茸
⑦
Ｑ
事
件
に
お
け
る
Ａ
が
Ｂ
を
喋
っ
た
つ
も
り
の
弾
が
、
思
い
が
け
な
く
Ｃ

２ ６

に
命
中
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
寓
目
②
由
①
［
①
旦
冒
［
目
（
の
法
理
は
、
こ
こ
で
は
適
用
さ
れ
得
な
い
。
あ
る
夫
が
妻
の
前
で
殺
さ
れ
、

妻
が
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
被
る
よ
う
な
場
合
に
、
そ
う
い
う
事
情
の
も
と
で
は
、
精
神
的
苦
痛
は
、
そ
れ
自
体
、
故
意
に
な
さ
れ

庁
Ｉ

８

烟
但

た
も
の
と
し
て
、
そ
の
基
礎
に
基
づ
い
て
回
復
が
許
さ
れ
た
事
件
も
あ
る
。
ま
た
、
他
の
事
件
で
は
、
原
生
ロ
に
関
す
る
結
果
の
予
見

可
能
性
が
強
調
さ
れ
、
救
済
の
基
礎
に
関
す
る
議
論
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
女
に
向
け
ら
れ
た
あ
る
種
の
過
失
（
ロ
⑰
晒
一
缶
８
８
）

可
能
性
が
強
調
さ
れ
、
》

が
あ
る
と
結
論
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
件
の
事
実
関
係
か
ら
す
る
と
、
精
神
的
苦
痛
が
続
い
て
起
る
だ
ろ
う
と
い
う
非
常
に
高
い
程
度
の
可
能
性
が



存
在
す
る
よ
う
に
見
え
、
ま
た
、
被
告
は
、
意
識
的
お
よ
び
故
意
の
無
視
（
８
局
Ｄ
－
Ｃ
ｐ
ｍ
目
。
□
①
］
忌
日
呉
①
臼
閏
⑥
ｍ
ｍ
ａ
）
に
お
い

て
為
し
た
よ
う
に
見
え
、
そ
の
た
め
に
、
被
告
の
行
為
は
、
故
意
（
員
］
旨
］
）
、
無
視
（
竃
目
８
口
）
、
不
注
意
（
門
①
。
ご
⑥
、
目
①
閉
）

鋤

』
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

擁
損
害
賠
償
が
否
認
さ
れ
る
場
合
に
は
、
一
般
に
、
そ
の
結
果
が
予
期
き
る
べ
き
合
理
性
が
な
い
と
い
う
理
由
に
基
づ
か
さ
れ
て
来
た
。

一
趨次
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
救
済
が
被
告
の
行
為
の
時
に
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
原
告
に
限
定
さ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

安く
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
件
に
お
け
る
救
済
は
、
そ
の
時
に
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
原
告
お
よ
び
、
そ
の
場
に
い
る
こ
と
を
被
告

償
Ⅱ

難により知られた原鄙、に対して制限されろ。その理由は、原告が、行為時に現場に居合わさない場合、あるいは
躯
被
告
が
、
原
告
が
そ
こ
に
居
ろ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
場
合
は
、
原
告
に
向
け
ら
れ
た
、
被
告
の
故
意
（
乱
【
■
］
ロ
⑥
脇
）
、
無
視

端
（
三
目
８
目
①
ゆ
ゅ
）
、
不
注
意
（
『
①
。
ご
⑪
⑫
胃
①
路
）
と
い
う
要
件
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
苦
痛
が
真
正
な
も
の

称
で
あ
る
と
い
う
保
証
に
も
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

艫
精
神
的
苦
痛
が
、
現
実
の
も
の
で
あ
り
、
過
激
で
あ
る
場
合
に
、
損
害
賠
償
が
許
さ
れ
る
の
は
、
攻
撃
さ
れ
た
人
の
近
い
親
戚
、

８

辮
あ
る
い
は
親
し
い
仲
間
に
限
定
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
一
一
、
一
一
一
の
例
外
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
判
例
は
、
そ

るけ
の
よ
う
な
原
生
ロ
に
限
定
し
て
い
ろ
。

訓

おに
し
か
し
、
例
外
の
事
件
た
る
、
肉
・
的
①
厨
く
・
章
『
】
］
］
白
日
事
件
で
は
、
傍
観
者
た
る
原
告
の
面
前
で
、
被
告
が
け
ん
か
中
、
短
銃

法舞を抜き、殺すぞとけんかの相手を威かしていた。被告は、原告が妊娠しており、彼の行為は、原告に重大な精神
，
的
苦
痛
を
惹
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
原
告
は
、
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
被
り

そ
の
結
果
流
産
し
た
。
そ
こ
で
、
被
告
は
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。

７
．

４
櫛
運
送
業
者
等
の
特
殊
な
責
任
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運
送
業
者
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
公
共
事
業
者
（
己
目
］
旨
巨
昌
ご
）
は
、
そ
の
顧
客
に
為
さ
れ
た
甚
だ
し
い
侮
辱
（
ｍ
Ｈ
ｏ
閉
旨
⑫
巳
（
）

に
対
し
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
い
る
顧
客
に
対
し
責
任
が
あ
る
。

運
送
業
者
お
よ
び
公
衆
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
て
い
る
そ
の
他
の
公
共
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
と
の
特
別
な
法
理
は
、

“

’
八
一
一
一
一
一
年
の
Ｏ
冨
日
す
⑥
Ｈ
一
日
ロ
ぐ
．
Ｏ
宮
口
ｅ
、
『
事
件
に
起
源
を
有
す
る
。
そ
の
事
件
は
、
船
長
が
乗
客
を
侮
辱
し
、
ま
た
虐
待
し

た
事
件
で
あ
っ
た
。
被
告
は
、
単
に
運
送
お
よ
び
船
室
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
行
状
の
良
さ
（
。
⑥
ｏ
８
Ｑ
ｏ
「
口
①
日
①
目
。
Ｈ
）
に
対

し
て
も
契
約
が
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
そ
れ
に
続
く
判
例
は
、
こ
の
説
明
を
繰
り
返
す
傾
向
に
あ
り
、
ま
た

そ
の
訴
訟
を
契
約
違
反
（
耳
８
８
ｏ
局
８
貝
『
：
〔
）
に
対
す
る
訴
訟
と
み
な
す
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
、
被
告
の
責
任
を
契
約
に
基
づ

鯛

く
責
任
と
し
て
説
明
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
責
任
の
基
礎
は
、
運
送
業
者
が
公
衆
に
奉
仕

３ ６

す
ろ
こ
と
Ⅱ
懇
篤
の
義
務
（
◎
ず
一
一
恩
二
．
ロ
。
『
８
目
【
⑥
⑫
］
）
に
重
点
が
移
さ
れ
た
。
そ
こ
に
い
た
っ
て
、
ま
だ
切
符
を
聯
入
せ
ず
に

剛
待
合
室
に
い
る
将
来
の
乗
客
の
事
件
に
お
い
て
も
損
害
賠
償
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
今
日
で
は
、
そ
の
訴
訟
が
本
来
的
に
、
不
法
行
為
上
の
訴
訟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
契
約
は
単
な
る
枝
葉
末
節
の

問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
な
法
理
の
基
礎
は
、
公
衆
に
対
し
迎
送
業
者
に
よ
り
引
き
受
け
ら
れ
た
責
任

で
あ
り
、
そ
の
責
任
は
懇
篤
の
義
務
を
担
っ
て
い
ろ
。

０ ８

こ
の
運
送
業
者
の
特
殊
な
責
任
は
、
宿
屋
の
主
人
に
拡
張
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
電
信
会
社
に
適
用
さ
れ
た
事
件
も
少
し
は
あ
る
。

侮
辱
は
、
必
ず
し
も
被
告
の
施
設
内
で
加
え
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
原
告
は
、
用
意
さ
れ
た
施
設
の
使
用
を
な
し
、

ま
た
使
用
の
権
利
の
あ
る
顧
客
に
限
ら
れ
ろ
。
例
え
ば
、
電
報
配
達
人
が
鮴
原
告
の
家
に
電
報
を
配
達
し
、
原
告
（
女
性
）
が
受
取

６

証
に
署
名
し
て
い
る
間
に
、
原
生
ロ
に
み
だ
ら
な
申
し
出
を
し
た
よ
う
な
事
件
の
よ
う
に
施
設
外
で
も
よ
い
。
ま
た
、
原
告
が
、
ホ
テ

ル
に
そ
の
兄
弟
を
訪
ね
て
行
き
（
実
際
に
は
そ
の
兄
弟
は
、
そ
こ
に
泊
っ
て
な
か
っ
た
）
、
ロ
ビ
ー
で
待
っ
て
い
る
と
、
ホ
テ
ル
の
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従
業
員
に
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
、
侮
辱
的
な
言
葉
を
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
原
告
は
、
被
告
の
顧
客
で
は
な
い
の
で
、
責
任
を
負
わ

題
に
帰
す
ろ
。

こ
の
特
殊
な
責
任
は
、
過
激
で
且
つ
乱
暴
な
行
為
に
達
し
な
い
行
為
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
冒
頒
的
お
よ
び
み
だ

幽
倒

鯛
鋤

倒

ら
な
言
葉
、
口
ぎ
た
な
い
お
よ
び
侮
辱
的
な
あ
だ
名
、
み
だ
ら
な
さ
そ
い
、
不
正
直
な
告
発
、
不
道
徳
な
行
為
、
貧
困
あ
る
い
は
け

㈹

ち
の
ほ
の
め
か
し
、
暴
力
の
威
幽
、
黒
人
専
用
車
に
白
人
を
乗
せ
よ
う
と
す
る
試
み
、
乗
客
の
鼻
先
で
切
符
用
の
パ
ン
チ
を
振
り
回

倒

倒
す
こ
と
、
等
で
も
よ
い
。
ま
た
、
身
体
的
病
気
あ
る
い
は
結
果
と
し
て
生
ず
る
損
害
が
要
求
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
身
体
的
病
気

が
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
事
件
も
た
ま
に
し
か
な
い
。
し
か
し
、
侮
辱
は
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
り
、
通
常
の
合
理
的
な
人
に
と
っ
て
も

高
度
に
不
快
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
特
別
な
法
理
が
、
営
業
の
場
所
お
よ
び
そ
の
他
、
公
衆
に
開
か
れ
た
施
設
の
所
有
者
に
対
し
、
一
般
的
に
拡
張
き

る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
要
は
、
そ
の
所
有
者
が
合
理
的
な
懇
篤
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問

な
いMＯ
Ｏ

⑪
田
日
路
⑥
旱
門
口
２
戸
稗
ロ
ロ

③
目
⑥
口
厨
ニ
ミ
⑥
□
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［
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］
）
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口
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閃
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ｏ
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田
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ｏ
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呂
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具
Ｈ
農
Ｐ
仁
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色
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ぐ
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目
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巨
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・
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薯
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目
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Ｈ
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■
垣
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○
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圖
碩
ｐ
陰
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巳
・
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肉
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（
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．
Ｌ
､
Ｒ
、
1
4
9
1
;
B
a
n
e
t
t

v
･
C
o
l
l
c
c
t
i
o
n
S
e
r
v
i
c
e
C
０
．
，
１
９
３
２
，
２
１
４
１
o
w
a
l
3
0
3
，
２
４
２
Ｎ
．
Ｗ
、
２
５
．

重
N
i
c
k
e
r
s
o
n
v
・
H
o
d
g
e
s
,
１
９
２
０
，
１
４
６
Ｌ
ａ
､
7
3
5
,
8
s
｡
､
３
７
，
９
Ａ
.
Ｌ
､
n
.
３
６
１
．

重
蕊
＜
型
Ｍ
ｊ
：
C
I
a
r
ｋ
ｖ
・
A
s
s
o
c
i
a
t
e
d
R
e
t
a
i
l
C
r
c
d
i
t
M
c
n
,
1
9
3
9
,
7
0
A
p
p
.
，
.
Ｃ
､
1
8
3
,
1
0
5
Ｆ
､
2
.
6
2
;
C
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l

C
a
s
・
Ｃ
Ｏ
．
ｖ
・
G
a
r
r
e
t
，
１
９
３
５
，
１
７
３
M
i
s
s
、
６
７
６
，
１
６
１
s
｡
、
7
5
3
；
P
a
t
a
p
s
c
o
L
o
a
n
C
o
．
ｖ
、
H
O
b
b
s
，
１
９
１
６
，
１
２
９
Ｍ
｡
、
９
，
９
８

Ａ
、
2
3
9
；
N
a
t
i
o
n
a
l
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
＆
A
C
C
､
１
，
s
．
Ｃ
Ｏ
．
ｖ
，
A
n
d
e
r
s
o
n
，
１
９
４
０
，
１
８
７
０
k
１
．
１
８
０
．
１
０
２
Ｐ
、
2
.
1
4
1
．

汁
華
型
(
Ｗ
,
：
D
e
l
t
a
F
i
n
a
n
c
e
C
o
.
ｖ
・
G
a
n
a
k
a
s
,
1
9
5
6
,
９
３
Ｃ
ａ
・
A
p
p
､
２
９
７
，
９
１
s
.
Ｅ
２
．
３
８
３
．

豈
蜜
Ｌ
Ｌ
Ｍ
,
：
A
1
a
b
a
m
a
F
u
e
l
＆
I
r
o
n
C
o
.
ｖ
・
B
a
l
a
d
o
n
i
，
1
9
1
6
,
1
5
A
l
a
・
A
p
p
､
３
１
６
，
７
３
s
0
.
2
0
5
;
R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
v
、

P
r
i
d
m
o
r
e
、
１
９
５
０
．
９
７
Ｃ
ａ
Ｌ
Ａ
ｐ
ｐ
、
２
．
１
２
４
，
２
１
７
Ｐ
、
2
.
1
1
3
ゥ
１
７
Ａ
．
Ｌ
、
Ｒ
、
２
．
９
２
９
；
V
a
r
g
a
s
v
・
R
u
g
g
i
e
r
o
，
１
９
６
１
，
１
９
７

Ｃ
ａ
Ｌ
Ａ
ｐ
ｐ
､
２
．
７
０
９
，
１
７
c
a
l
・
R
p
t
r
、
５
６
８
．

（磑畏雪）噸曽壗齢翼Ｋ濁



三
G
a
d
b
u
r
y
v
・
B
1
e
i
t
z
，
１
９
２
５
，
１
３
３
W
a
s
h
、
1
3
4
,
2
3
3
Ｐ
､
２
９
９
，
４
４
Ａ
Ｌ
､
Ｒ
､
4
2
5
;
S
t
e
P
h
e
n
s
v
・
W
a
i
t
s
，
1
9
3
6
.
5
3
Ｃ
ａ
・

A
p
p
、
４
４
，
１
８
４
s
．
Ｅ
、
７
８
１
．

重
Ｄ
ｕ
ｔ
ｙ
ｖ
・
G
e
n
e
r
a
l
F
i
n
a
n
c
e
C
o
.
、
２
７
３
s
．
Ｗ
､
２
．
６
４
（
T
e
x
、
1
9
5
4
)
．

重
Ｋ
ｉ
ｒ
ｂ
ｙ
ｖ
・
J
u
l
e
s
C
h
a
i
n
S
t
o
r
e
s
C
o
r
p
.
,
1
9
3
6
.
2
1
0
Ｎ
.
Ｃ
,
８
０
８
，
１
８
８
s
.
Ｅ
6
2
5
;
C
a
r
r
i
g
a
n
v
・
H
e
n
d
e
r
s
o
n
,
1
9
4
3
,
1
9
2

O
k
l
a
､
２
５
４
，
１
３
５
Ｐ
､
２
．
３
３
０
；
Ｃ
１
ａ
ｒ
ｋ
ｖ
・
A
s
s
o
c
i
a
t
e
d
R
e
t
a
i
l
C
r
e
d
i
t
M
e
n
，
１
９
３
９
．
７
０
A
p
p
．
，
.
Ｃ
１
８
３
，
１
０
５
Ｆ
､
２
．
６
２
．

倉
W
i
l
k
i
n
s
o
n
v
､
W
i
l
k
i
n
s
，
１
９
３
０
．
１
８
１
A
r
k
、
１
３
７
，
２
５
s
.
Ｗ
,
２
．
４
２
８
；
S
a
v
a
g
e
v
､
B
o
i
e
s
，
１
９
５
４
，
７
７
A
r
i
z
､
3
5
5
,
2
7
2
Ｐ
、

２
．
３
４
９
；
B
a
n
e
t
t
v
，
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
S
e
r
v
i
c
e
C
o
.
，
１
９
３
２
，
２
１
４
１
o
w
a
l
3
0
3
，
２
４
２
Ｎ
．
Ｗ
、
２
５
；
L
a
S
a
l
I
e
E
x
t
e
n
s
i
o
n

U
n
M
r
s
i
t
y
v
・
F
o
g
a
r
t
y
,
１
９
３
４
．
１
２
６
N
e
b
､
4
5
7
,
2
5
3
Ｎ
.
Ｗ
､
４
２
４
，
９
１
Ａ
・
Ｌ
Ｒ
､
1
4
9
1
；
Ｑ
ｕ
ｉ
ｎ
ａ
ｖ
・
R
o
b
e
r
t
,
s
,
１
６
s
o
、

２
．
５
５
８
（
L
a
､
A
p
p
､
1
9
4
4
）
；
Ｈ
ｃ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
Ｓ
ａ
ｋ
ｓ
＆
S
o
n
s
v
-
I
v
c
y
、
1
9
3
4
,
2
6
Ａ
ｌ
ａ
Ａ
ｐ
ｐ
２
４
０
，
］
５
７
s
o
、
2
6
5
;
S
t
a
t
e
R
u
b
b
i
s
h

C
o
l
l
e
c
t
o
r
s
A
s
s
o
c
i
a
s
ｉ
ｏ
ｎ
ｖ
・
S
i
l
i
z
n
o
f
f
，
１
９
５
２
，
３
８
c
a
l
、
２
．
３
３
０
．
２
４
０
Ｐ
、
２
．
２
８
２
；
C
u
n
u
t
t
v
・
W
o
l
t
，
１
９
５
３
．
２
４
４
１
o
ｗ
ａ

６
８
３
，
５
７
Ｎ
．
Ｗ
、
２
．
９
１
５
．

言
W
i
l
s
o
n
v
･
W
i
l
k
m
s
l
9
3
0
､
l
8
1
A
r
k
、
１
３
７
，
２
５
s
．
Ｗ
、
２
．
４
２
８
．

雪
S
a
v
a
g
e
v
､
B
o
i
e
s
,
1
9
5
4
,
7
7
A
r
i
z
､
3
5
5
,
2
7
2
Ｐ
､
２
．
３
４
９
．

重
R
e
s
t
a
t
e
m
c
n
t
,
T
o
r
t
s
（
2
.
1
9
6
6
）
§
5
0
0
．

三
B
l
a
k
e
l
e
y
v
S
h
o
r
t
a
l
i
s
E
s
t
a
t
e
,
1
9
5
4
,
2
3
6
1
o
w
a
7
8
7
,
２
０
Ｎ
.
Ｗ
､
２
．
２
８
．

望
B
u
c
k
n
a
m
v
・
G
r
e
a
t
N
o
r
t
h
e
m
R
y
.
Ｃ
0
.
,
1
8
9
9
,
7
6
Ｍ
i
n
n
.
３
７
５
，
７
９
Ｎ
.
Ｗ
､
９
８
（
v
i
o
I
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
h
a
S
b
a
n
d
）
；

S
a
n
d
e
r
s
o
n
v
・
N
o
r
t
h
e
r
n
P
a
c
i
f
i
c
R
y
・
Ｃ
Ｏ
.
，
1
9
0
2
,
8
8
Ｍ
i
n
n
．
１
６
２
，
９
２
Ｎ
．
Ｗ
、
５
４
２
，
６
０
Ｌ
Ｒ
．
Ａ
、
４
０
３
，
９
７
Ａ
、
．
Ｓ
t
・

R
e
p
､
５
０
９
（
P
u
t
t
i
n
g
C
M
d
r
e
n
o
f
f
o
f
t
r
a
i
n
)
．

重
P
r
o
s
s
e
r
，
Ｌ
ａ
ｗ
ｏ
ｆ
Ｔ
ｏ
ｒ
ｔ
ｓ
（
３
．
ｃ
ｄ
、
1
9
6
4
）
５
２
．

（鍔駆掴還鋼）筆聖翻輻岬や涙旦曝椥選葦鑿幻乞縛Ｕ一翼鵲盤叫三
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声。琿魯

J
a
p
p
s
e
n
v
・
J
e
n
s
e
n
,
1
9
1
6
,
4
7
U
t
a
h
5
3
6
,
１
５
５
P
a
c
､
４
２
９
Ｇ
K
呈
覆
や
岬
a
s
s
a
u
l
t
埜
繍
辿
涙
や
､
Q
a
s
s
a
u
ル
u
篭
興
初
慕
裡
）
･

Ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｖ
・
k
i
m
b
a
l
l
，
１
８
９
０
，
７
６
T
e
x
、
２
１
０
，
１
３
５
s
．
Ｗ
、
５
９
；
Ｙ
ｏ
ｕ
ｎ
ｇ
ｖ
，
W
e
s
t
e
r
n
＆
A
t
l
a
n
t
i
c
R
・
Ｃ
Ｏ
.
，
１
９
２
９
，
３
９
Ｃ
ａ
・

Ａ
Ｐ
p
、
７
６
１
，
１
４
８
s
．
Ｅ
、
4
1
4
；
D
u
n
c
a
n
v
・
D
o
n
n
e
l
，
T
e
x
・
C
i
v
・
A
p
p
、
１
９
２
９
，
１
２
s
．
Ｗ
、
２
．
８
１
１
；
W
a
t
s
o
n
v
，
D
i
l
t
s
，

1
9
0
2
.
1
1
6
1
0
Ｗ
ａ
２
４
９
，
８
９
Ｎ
．
Ｗ
、
1
0
6
8
．

P
r
o
s
s
e
r
,
I
n
s
u
l
t
a
n
d
O
u
t
r
a
g
e
，
1
9
5
6
,
4
4
C
a
L
L
R
e
v
､
5
7
.

M
a
g
r
u
d
e
r
b
M
e
n
t
a
l
a
n
d
E
m
o
t
i
o
n
d
l
D
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
i
n
t
h
e
L
a
w
o
f
T
o
r
t
s
，
１
９
３
６
，
４
９
H
a
r
v
・
Ｌ
Ｒ
ｅ
ｖ
、
1
0
3
3
,
1
0
4
4
；

K
o
o
n
t
z
v
･
K
e
n
e
r
，
１
９
３
６
，
５
２
０
h
i
o
A
p
p
、
２
６
５
，
３
Ｎ
．
Ｅ
、
２
．
６
９
４
；
E
I
I
s
w
o
r
t
h
v
・
M
a
s
s
a
c
a
r
，
l
9
2
1
9
2
1
5
M
i
c
h
、
5
1
1
；

1
8
4
Ｎ
.
Ｗ
､
4
0
8
；
Ｋ
ｎ
ｏ
ｘ
ｖ
･
A
U
e
n
，
１
９
２
６
，
４
Ｌ
ａ
・
A
p
p
、
2
2
3
．

P
h
i
n
i
p
v
・
D
i
k
e
r
s
o
n
、
１
８
７
７
，
８
５
１
１
１
．
１
１
；
H
u
t
c
h
i
n
s
o
n
v
･
S
t
e
r
n
，
１
９
０
６
，
１
１
５
A
p
p
・
D
i
v
、
７
９
１
，
１
０
１
Ｎ
．
Ｙ
、
Ｓ
、
1
4
5
；

Ｒ
ｅ
ｅ
ｄ
ｖ
･
F
o
r
d
，
１
９
０
８
，
１
２
９
Ｋ
y
、
４
７
１
，
１
１
２
Ｎ
．
Ｗ
、
6
0
0
；
G
o
d
d
a
r
d
v
、
W
a
t
t
e
r
s
、
１
９
１
４
１
４
Ｇ
ａ
、
A
p
p
、
７
２
２
，
８
２
s
．
Ｅ
、

3
0
4
；
T
a
y
l
o
r
v
・
V
a
l
l
e
l
u
n
g
鼬
１
Ｊ
５
９
，
１
７
１
c
a
l
・
A
p
p
、
２
．
１
０
７
，
３
３
９
Ｐ
、
２
．
９
１
０
．

Ｈ
ｉ
Ｕ
ｖ
･
K
i
m
b
o
l
l
，
１
８
９
０
，
７
６
T
e
x
、
２
１
０
，
１
３
s
．
Ｅ
、
５
９
；
R
o
g
e
r
s
v
･
W
i
l
l
i
a
r
d
，
１
９
２
０
，
１
４
４
A
r
k
、
５
８
９
，
２
２
３
s
．
Ｗ
、
１
５
，

１
１
Ａ
．
Ｌ
、
Ｒ
、
１
１
１
５
．

R
o
g
e
r
s
v
･
W
i
l
l
i
a
r
d
，
１
９
２
０
，
１
４
４
A
r
k
、
５
８
７
，
２
２
３
s
．
Ｗ
、
１
５
，
１
１
Ａ
．
Ｌ
､
Ｒ
、
1
1
1
5
．

C
h
a
m
b
e
r
l
a
i
n
v
.
Ｃ
h
a
n
d
l
e
r
,
５
Ｆ
ｅ
ｄ
Ｃ
ａ
ｓ
・
N
o
.
２
，
５
７
５
（
Ｃ
ｃ
Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
,
1
8
2
3
)
．

B
1
c
e
c
k
e
r
v
・
C
o
l
o
r
a
d
o
＆
S
o
u
t
h
e
r
n
R
y
.
Ｃ
０
．
，
１
９
１
１
，
５
０
Ｃ
Ｏ
１
０
．
１
４
０
，
１
１
４
P
a
c
、
４
８
１
，
３
３
Ｌ
Ｒ
.
Ａ
､
3
8
6
;
K
n
o
x
w
i
l
l

T
r
a
c
t
i
o
n
C
o
.
ｖ
･
L
a
n
e
,
1
8
9
9
,
1
0
3
Ｔ
ｅ
､
n
.
３
７
６
，
５
３
s
.
Ｗ
､
５
５
７
，
４
６
Ｌ
､
Ｒ
､
Ａ
､
5
4
9
;
G
i
l
l
s
p
i
e
v
,
B
r
o
o
k
l
y
n
H
e
i
g
h
t
s
R
.
n
．

Ｃ
Ｏ
.
，
１
９
０
４
，
１
７
８
Ｎ
.
Ｙ
､
３
４
７
，
７
０
Ｎ
.
Ｅ
、
８
５
７
１
６
６
Ｌ
､
Ｒ
､
Ａ
､
6
1
8
;
k
e
c
n
c
v
L
i
z
a
r
d
i
，
1
8
3
3
,
5
Ｌ
ａ
､
４
３
１
，
２
５
Ａ
ｍ
･
D
e
c
、
1
9
7
．

Ｃ
ｏ
ｌ
ｃ
ｖ
.
A
t
l
a
n
t
a
＆
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ
Ｒ
，
Ｒ
･
Ｃ
Ｏ
.
，
１
８
９
７
，
１
０
２
Ｃ
ａ
、
４
７
４
，
３
１
s
・
E
1
O
7
；
G
o
d
d
a
r
d
v
・
G
r
a
n
d
T
r
u
n
k

季ご霊
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R
a
i
l
w
a
y
，
1
8
6
9
ゥ
５
７
Ｍ
e
，
２
０
２
１
２
Ａ
、
、
R
e
p
、
３
９
．

塁
T
e
x
.
＆
P
a
c
i
f
i
c
R
y
.
Ｃ
０
．
Ｖ
・
J
o
n
e
s
,
３
９
s
.
Ｗ
、
１
２
４
（
T
e
x
・
C
i
v
､
A
p
p
」
8
9
7
）
；
Ｓ
ｔ
，
L
o
u
i
s
-
S
a
n
F
r
a
n
c
i
s
c
o
R
y
、

Ｃ
Ｏ
．
▼
・
C
l
a
r
k
，
１
９
２
４
，
１
０
４
０
k
l
a
、
２
４
，
２
２
９
P
a
c
、
7
7
9
；
Ｊ
ｏ
ｈ
ｃ
ｓ
ｖ
・
A
t
l
a
n
t
a
C
・
Ｌ
Ｒ
．
Ｃ
０
．
，
１
９
１
７
，
１
０
８
s
．
Ｃ
、
２
１
７
，
９
４

s
．
Ｅ
4
9
0
；
Ｍ
Ｏ
Ｏ
ｄ
ｙ
ｖ
・
k
e
m
l
y
l
l
9
2
3
，
１
５
３
Ｌ
ａ
、
１
０
０
７
，
９
７
s
｡
、
２
１
．

重
Ｄ
ｕ
ｎ
ｎ
ｖ
､
W
e
s
t
e
r
n
U
n
i
o
n
T
c
l
e
g
r
a
p
l
l
C
o
.
,
1
9
0
7
ｂ
２
Ｇ
ａ
・
A
p
p
､
8
4
5
,
5
9
s
.
Ｅ
1
8
9
;
B
u
C
h
a
n
a
n
v
・
W
e
s
t
e
m
U
n
i
o
n

T
c
l
・
Ｃ
Ｏ
・
’
１
9
2
0
,
1
1
5
s
．
Ｃ
、
４
３
３
，
１
０
６
s
．
Ｅ
１
５
９
，
１
８
Ａ
.
Ｌ
,
Ｒ
、
1
4
1
4
；
M
a
g
o
u
i
r
k
v
・
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被
告
の
過
失
に
基
づ
く
行
為
が
他
人
に
精
神
的
苦
痛
の
み
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
損
害
蹄
償
は
許
さ
れ
ず
、

精
神
的
苦
痛
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
身
体
的
損
傷
を
伴
う
場
合
に
の
み
、
請
求
は
許
さ
れ
ろ
。
ま
た
因
果
関
係
に
つ
き
予
見

可
能
説
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ろ
。
さ
ら
に
、
通
常
人
を
標
準
に
し
て
、
感
受
性
の
強
い
人
が
特
に
損
害
を
受
け
た
場
合
に

は
請
求
を
認
め
な
い
。
さ
ら
に
、
第
三
者
に
対
す
る
危
険
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
緒
神
的
苦
捕
に
荻
づ
く
身
体
的
損
傷
に
対
す
る
損

害
賠
償
も
許
さ
れ
ろ
。
た
だ
し
、
侵
害
行
為
の
向
け
ら
れ
た
第
三
者
は
、
親
子
、
夫
婦
等
、
藺
接
の
家
族
貝
に
限
定
さ
れ
、
速
い
親

戚
、
単
な
る
傍
観
者
は
除
か
れ
、
ま
た
原
告
は
、
そ
の
第
三
者
へ
の
危
険
発
生
時
に
、
現
場
に
居
合
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
過
失
に
基
づ
く
侵
害
の
場
合
に
は
、
精
神
の
平
穏
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
保
繊
さ
れ
て
な
い
。
不
法
行
為
法
上
、
精

神
の
平
穏
を
独
立
に
保
渡
す
る
に
は
、
そ
れ
が
過
失
に
基
づ
い
た
侵
害
の
場
合
、
既
存
の
不
法
行
為
類
型
の
中
で
は
、
：
頤
一
億
８
８

で
取
扱
う
の
が
、
先
例
の
欠
如
と
い
う
非
難
を
避
け
、
将
来
の
発
展
の
た
め
に
便
利
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
発
達
の

状
態
に
あ
る
主
た
る
原
因
は
、
「
い
や
が
ら
せ
訴
訟
（
ぐ
①
〆
：
。
ｇ
⑫
巳
厨
）
」
お
よ
び
「
偽
り
の
請
求
（
［
一
．
二
．
后
ｏ
－
Ｂ
日
、
）
」

２

の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
原
告
が
ど
う
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
か
、
そ
の
後
、
ど
う
い
う
経
路
を
と
っ
て
現
在
の
状
態
に
到

達
し
た
か
に
つ
い
て
の
証
拠
は
、
原
告
の
証
言
Ⅱ
主
観
的
な
も
の
、
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
損
害
の
真
正
さ
、
重

大
さ
の
保
証
と
し
て
客
観
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
身
体
的
損
傷
を
求
め
た
り
、
事
故
時
に
シ
ョ
ッ
ク
に
反
応
し
て
外
部
か
ら
知
る
こ

と
の
出
来
る
何
ら
か
の
動
作
（
気
絶
等
）
を
求
め
た
り
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
陪
審
制
度
と
も
関

円
こ
れ
ま
で
に
》

い
う
こ
と
が
言
え
ろ
。

五
む
す
び

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
来
た
こ
と
か
ら
、
過
失
に
基
づ
き
精
神
的
苦
痛
を
負
わ
せ
た
場
合
の
法
の
発
達
は
、
不
十
分
で
あ
る
と
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係
が
あ
る
O
陪
辞
は
'
し
ば
し
ば
'
原
告
の
提
出
す
る
証
拠
を
軽
信
し
易
く
'
同
情
の
あ
ま
-
不
相
当
に
多
額
の
肺
倍
を
与
え
易

い
｡
し
か
し
'
こ

れ
ら
の
理
由
は
'
妥
当
性
を
有
し
な
い
｡
精
神
的
苦
痛
も
今
日
の
医
学
で
は
'
そ
の
原
因
'
苦
痛
の
兵
正
さ
を
証

明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
'
問
題
は
'
十
分
な
証
明
の
問
題
で
あ
-
'
十
分
な
証
拠
に
基
づ
い
て
の

｢Jユ

み
'
賠
償
請
求
を
許
し
,
事
件
に
関
わ
る
諸
事
項
か
ら
そ
の
損
害
の
兵
正
さ
を
探
求
す
べ
き
で
あ
るT
.

り

故
意
に
基
づ
-
精
神
的
苦
痛
に
坂
寄
賠
償
を
許
す
こ
と
は
､
既
存
の
不
法
行
為
類
型
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
か
っ
た
が
､

過
激
な
乱
暴
行
為
に
つ
い
て
は
t
a
ssau
lt,
ba

ttery.
false
im
pri
son
m
en
t.
seduction.
tressp
ass
to
Lan
d.n
u
isance寄

に
依
拠
L
t
無
礼
'
侮
噂
等
の
胃
薬
に
よ
る
も
の
に
つ
更
J
は
'
運
送
業
者
等
の
契
約
責
任
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
て
来
'
次
第
に
独

4

立
の
訴
訟
原
因
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
｡

過
激
で
乱
暴
な
行
為
に
よ
-
故
意
あ
る
い
は
不
注
意
に

(in
ten
tionary
or
reck
-essty)
他
人
に
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
惹
起

せ
し
め
た
人
は
'
そ
の
よ
う
な
精
神
的
苦
痛
に
対
し
'
ま
た
そ
の
精
神
的
苦
痛
か
ら
生
じ
た
身
体
的
な
損
傷
が
あ
れ
ば
'
そ
の
身
体

的
損
傷
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
｡
す
な
わ
ち
'
行
為
が
極
悪
で
'
全
-
文
明
社
会
で
堪
え
ら
れ
ね
と
思
わ
れ
る
樫
'
お
よ
び
行
儀

の
良
さ
を
越
え
て
い
る
程
'
程
度
に
お
い
て
過
激
で
'
ま
た
性
質
に
お
い
て
乱
暴
な
行
為
に
よ
る
場
合
で
あ
れ
ば
'
身
体
的
損
傷
は

要
件
と
さ
れ
な
い
O
す
な
わ
ち
'
行
為
の
形
式
に
よ
る
制
限
を
課
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
に
制
限
す
る
理
由
の

1
は
'
わ
れ
わ
れ

の
慣
習
あ
る
い
は
法
は
'
比
軟
的
些
細
な
行
為
に
対
し
不
法
行
為
責
任
を
許
す
点
ま
で
進
歩
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
そ

の
二
は
'
申
し
立
て
ら
れ
た
精
神
的
苦
痛
が
顛
正
で
あ
り
'
窮
大
で
あ
る
と
い
う
保
証
の
た
め
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
過
激
で
乱

暴
な
行
為
に
達
し
な
い
単
な
る
紐
礼
や
侮
辱
的
な
膏
薬
に
対
し
て
は
'
法
は
'
救
済
を
与
え
な
い

(運
送
業
者
等
の
場
合
は
例
外
を

な
す
)
｡
過
激
な
乱
暴
行
為
に
基
づ
-
場
合
に
は
､
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
は
'
か
な
-
発
展
し
て
い
る
が
'
過
激

な
乱
暴
行
為
の
み
な
ら
ず
'
無
礼
や
侮
辱
的
な
胃
袋
に
対
し
て
-
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
り
'
兵
正
さ
､
重
大
さ
の
保
証
は
'
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十
分
な
証
明
の
問
題
、
ま
た
は
、
糖
神
的
苦
痛
Ⅱ
損
害
の
有
無
の
問
題
、
で
処
理
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
原
告
の
脆

弱
性
を
被
告
が
知
っ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
通
常
人
な
ら
ば
何
ら
の
精
神
的
苦
痛
も
被
ら
な
い
よ
う
な
場
合
で
も
、
被
告
は
責
任
を

負
わ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
通
常
人
が
基
準
に
さ
れ
て
い
ろ
。
し
か
し
、
と
に
か
く
原
告
が
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
被

っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
損
害
賠
償
を
許
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

過
激
な
乱
暴
行
為
が
、
第
三
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
現
場
に
居
合
わ
せ
た
も
う
一
人
の
人
に
正
大

な
鞘
神
的
苦
痛
を
、
故
意
に
あ
る
い
は
不
注
意
で
惹
起
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
者
は
、
責
任
を
負
わ
さ
れ
ろ
。
原
告
が
、
そ
の
節

三
者
の
直
接
の
家
族
員
お
よ
び
親
密
な
仲
間
で
あ
る
場
合
は
、
緒
神
的
苦
痛
だ
け
が
生
じ
て
も
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ

以
外
の
単
な
る
傍
観
者
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
身
体
的
損
傷
が
要
件
と
さ
れ
て
い
ろ
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
者
に
向
け
ら
れ
た
故
意

の
侵
害
行
為
の
場
合
に
は
、
原
告
は
現
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
、
家
族
お
よ
ぱ
親
密
な
仲
間
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
傍
観
者
で
あ
る

場
合
は
、
身
体
的
損
傷
が
あ
る
こ
と
、
と
い
う
制
限
を
課
せ
ら
れ
て
い
ろ
。
し
か
し
、
要
は
、
そ
の
精
神
的
苦
痛
が
、
原
因
た
る
故

意
の
侵
害
行
為
と
因
果
関
係
の
範
囲
内
に
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

運
送
業
者
あ
る
い
は
そ
の
他
の
公
共
事
業
者
は
、
そ
の
顧
客
に
被
ら
せ
た
甚
だ
し
い
侮
辱
に
対
し
、
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
い
る

顧
客
に
対
し
責
任
を
負
う
。
こ
れ
は
、
精
神
の
安
全
を
越
え
て
、
感
情
に
対
す
る
保
謹
ま
で
進
ん
で
い
る
が
、
そ
の
侮
辱
は
、
甚
だ

し
い
も
の
で
あ
り
、
通
常
人
に
と
っ
て
高
度
に
不
快
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
共
事
業
と
し
て
は
、
電
信
、
ホ
テ
ル
等
が

賠
償
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
ろ
。
こ
の
法
理
が
、
営
業
の
場
所
お
よ
び
公
衆
に
開
か
れ
た
そ
の
他
の
施
設
に
ま
で
拡
張
き
る
べ
き
か

ど
う
か
、
例
え
ば
、
劇
場
お
よ
び
そ
の
他
の
娯
楽
施
設
に
対
し
拡
張
き
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
等
の

者
が
懇
篤
の
義
務
を
負
う
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
り
、
出
来
る
だ
け
、
肯
定
的
に
解
し
拡
張
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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⑩
末
延
「
精
神
的
衝
動
に
よ
る
損
害
の
賠
償
－
英
米
法
に
お
け
る
Ｚ
⑥
円
く
◎
ｇ
際
。
。
丙
に
つ
い
て
－
」
蕊
釆
法
の
研
究
（
上
）
二
○
五
頁
。
砂
田

「
交
通
事
故
と
Ｚ
⑥
２
．
巨
碗
際
Ｃ
Ｏ
丙
の
法
理
」
比
較
法
二
一
号
五
八
頁
。

②
弓
８
ｍ
ｍ
①
託
・
漏
洩
垂
「
◎
崗
引
Ｑ
Ｈ
扇
（
圏
⑥
○
・
屋
震
）
農
『
》
し
］
：
四
日
禅
田
巨
①
》
陣
扉
ｏ
ｐ
ｏ
ｏ
・
『
・
国
巳
且
。
Ｐ
屋
屋
．
］
切
少
一
ｍ
・
シ
ロ
ロ
・
巴
③
．
『
い

、
◎
・
巴
切
は
、
「
恐
怖
か
ら
生
ず
る
身
体
的
損
害
は
容
易
に
擬
装
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
救
済
を
許
す
な
ら
ば
、
詐
欺
に
門
戸
を
開
く

こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

③
厚
。
⑫
⑫
③
同
藝
旧
目
「
◎
崗
曰
ｏ
ｎ
蕨
（
罠
⑪
二
．
ご
霞
）
態
ｍ
・

側
勺
８
ｍ
⑫
閂
・
伊
圏
「
。
『
曰
。
Ｈ
筋
（
屋
８
．
ご
霞
）
急
・
盆
・

（
一
九
七
一
年
一
○
月
三
○
日
脱
摘
）


